
北 九 州 市北 九 州 市

門司区役所保健福祉課

小倉北区役所保健福祉課

小倉南区役所保健福祉課

若松区役所保健福祉課

八幡東区役所保健福祉課

八幡西区役所保健福祉課

戸畑区役所保健福祉課

子ど も 家庭局こ ど も 施設企画課

門司区清滝一丁目1 番1 号　 TEL:3 3 1 -1 8 9 1

小倉北区大手町1 番1 号　 TEL:5 8 2 -3 4 3 4

小倉南区若園五丁目1 番2 号　 TEL:9 5 1 -1 0 3 2

若松区浜町一丁目1 番1 号　 TEL:7 6 1 -5 9 2 6

八幡東区中央一丁目1 番1 号　 TEL:6 7 1 -6 8 8 2

八幡西区黒崎三丁目1 5 番3 号　 TEL:6 4 2 -1 4 4 8

戸畑区千防一丁目1 番1 号　 TEL:8 8 1 -9 1 2 6

小倉北区城内1 番1 号　 TEL:5 8 2 -2 4 1 2
TEL:5 8 2 -2 5 5 0

「 保育に関すること 」
https://w w w .city.kitakyushu. lg . jp/kurashi/menu0 1 _ 0 1 5 2 .htm l

「 子育てマッ プ 北九州」
https://kitakyushu-city.m am afre. jp/

保育認定希望者用
（ R 7 .1 1 発行）

※本冊子は、保育所、認定こども園（ 保

育部分）及び地域型保育（ 家庭的保

育、小規模保育、事業所内保育）の

利用を希望する方向けです。

※本冊子に掲載している情報は、令和

７ 年1 1月１ 日現在のものであり 、各

施設や事業者の情報が変更と なる

可能性があります。

北九州市ホームページで保育所等の受入可能児童数を公開し ており ます。

北九州市公式LIN Eアカ ウント に登録し ていただく と 、
受入可能児童数の公開日の1 2 時にお知ら せが届き ます。
登録と 受信設定の方法については、 QRコ ード から アク セスし てく ださ い。
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「 教育・ 保育給付認定」と「 利用できる施設や事業」

保育認定（  2 号認定  3 号認定 ）における「 保育を必要と する事由」

保育を利用できる時間帯

保育の利用手続きの流れ

給付認定申請（  2 号認定  3 号認定 ）及び保育の利用申込み

支給認定決定通知書（  2 号認定  3 号認定 ）の交付

利用調整

利用先の決定から利用まで

給付認定後及び保育利用開始後の提出書類等

保育料

各保育施設のご案内

各種保育事業のご案内

北九州市内保育施設一覧

利用調整基準表

各保育施設・ 事業所の位置図
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https://w w w .city.kitakyushu. lg . jp/contents/1 2 1 0 0 1 6 0 .htm l

保育所等の利用にかかるオンライン申請

保育所等の新規入所申込みは、 オンラ イ ン申請が可能です。

詳し く は、 こ ちら でご確認く ださ い。

令和８ 年度令和８ 年度

保育の利用のごあんない保育の利用のごあんない
（ 暫定版）（ 暫定版）

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_0152.html
https://kitakyushu-city.mamafre.jp/
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/12100160.html
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保育所、 認定こ ども 園、 地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育）

及び幼稚園の利用を希望する保護者の方は、 利用のための認定（ 教育・ 保育給付

認定） を受ける必要があり ます。（ 以下「 給付認定」 と 表記し ます。）

子ども の年齢や家族の状況に応じ て、 次の3つの区分に認定さ れます。

子ども の年齢や家族の状況、 希望内容に応じ て、 保育所及び認定こ ども 園などの

施設や、 家庭的保育、 小規模保育及び事業所内保育などの事業を利用するこ と が

でき ます。

＜幼稚園、 認定こ ども 園（ 教育部分） の利用を希望する場合＞

　 幼稚園、 認定こ ども 園（ 教育部分） の利用を希望する場合は、 直接、 各園にお申込みいただき 、 各園

を 経由し て市が給付認定（  1号認定 ） を行います。 詳し く は、 各園又は子ども 家庭局こ ども 施設企画

課までお問い合わせく ださ い。

※ 新制度の対象となる幼稚園と対象ではない幼稚園があります。

1　「 教育・ 保育給付認定」と「 利用できる施設や事業」

教育・ 保育給付
認定とは

子ども が満3 歳以上で、

幼稚園、認定こども 園で

の幼児期の学校教育を

希望する場合

子ども が満3 歳以上で、「 保

育を必要とする事由」に該当

し 、保育所、認定こども 園で

の保育を希望する場合

子ども が満3 歳未満で、

「 保育を必要とする事由」

に該当し 、保育所などで

の保育を希望する場合

＜３ つの認定区分＞
※「 保育を必要と する事由」 については、Ｐ 2「 2  保育認定における『 保育を必要と する 事由』 」 をご確認く ださ い。

1号認定
満3歳以上
教育標準
時間認定

満3歳以上
保育認定

満3歳未満
保育認定

2号認定 3号認定

利用できる
施設や事業

3 ～5 歳

0 ～2 歳

共働きや、

親族の

介護などが必要

子ども の年齢 家族の状況 何を 希望するか 利用できる施設や事業

1 号認定
幼稚園等を希望

• 幼稚園

• 幼稚園＋預かり 保育

• 認定こども 園（ 教育部分）

• 保育所

• 認定こども 園（ 保育部分）

• 地域型保育（ 家庭的保育、小規模保育、
                  事業所内保育）

• 保育所

• 認定こども 園（ 保育部分）

• 一時保育

• シン・ 子育てファミ リ ー・ サポート 事業

• 一時保育

• シン・ 子育てファミ リ ー・ サポート 事業

保育所等を希望

保育所等を希望

たまに子どもを

預けたい

たまに子どもを

預けたい

共働きや、

親族の

介護などが必要

専業主婦（ 夫）

など

専業主婦（ 夫）

など

3 号認定

2 号認定

＜シン・ 子育てフ ァ ミ リ ー・ サポート 事業の利用を希望する場合＞

　 シン・ 子育てフ ァ ミ リ ー・ サポート 事業と は、 地域で子育ての援助を行いたい人と 子育ての援助を受

けたい人と で、 ボラ ンティ ア組織をつく り 、 会員同士で子ども の預かり や送迎など子育てサービスを行

う も のです。

　［ お問い合わせ先］ シン・ 子育てフ ァ ミ リ ー・ サポート センタ ー　 TEL： 0 93 -5 11 -3 08 1

　 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育） の利

用を希望する場合は、 保育認定（   2 号認定　 3号認定  ） を受ける必要があり ます。

　 保育認定は、 保護者のいずれも が「 保育を必要と する事由」 に該当する場合に認定さ れます。

　 また、「 保育を 必要と する事由」 に応じ て、「 保育を 利用でき る時間（ 保育必要量）」 や「 保育を 利用

でき る期間（ 有効期間）」 が決めら れます。

2　 保育認定（  2号認定  3号認定 ）における「 保育を必要とする事由」

1か月6 0 時間以上労働すること を常態としていること

疾病や負傷又は精神や身体に障害があること

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること

求職活動を 継続的に行っていること（ 起業準備を 含む。）

学校教育法に規定する 学校等に在学し ているこ と のほ

か、職業訓練校等における職業訓練を 含む

２ 号認定:小学校就学の始期に達するまでの期間
３ 号認定:満3 歳に達する日の前日までの期間

※保育を必要と する事由に該当していれば、小学校就学前まで
継続して保育を利用できます。

※保育を必要と する事由に該当していれば、小学校就学前まで
継続して保育を利用できます。

出産日から 起算して8 週間を 経過する日の翌日が属する
月の末日までの期間（ 出産の予定日以前8 週間目に当た
る日が属する月の初日から 利用できます。）

卒業(終了)予定日が属する月の末日までの期間

２ 号認定:小学校就学の始期に達するまでの期間
３ 号認定:満3 歳に達する日の前日までの期間

【 次年度に小学校就学を控えている場合】
小学校就学の始期に達するまでの期間

【 上記以外の場合】
原則、生まれた子が満1歳（ パパ・ママ育休プラスの特例制度に
該当する場合は１歳２ か月）となる月の末日、または育児休業の
終了日の属する月の末日までのいずれか早い方（ ただし 、保育
所に入れない等の事情がある場合は、最大２ 歳まで延長可能）

9 0 日が経過する日が属する月の末日までの期間

育児休業取得時に既に保育を 利用し ている 子ども がい

て、休業中も 継続利用すること が必要と 認めら れること

保育を必要と する事由 有 効 期 間

① 就労

妊娠中または出産後間がないこと（ 出産前後8 週間）

② 妊娠・ 出産

③ 保護者の疾病、負傷、障害

④ 同居親族の常時介護・ 看護

⑤ 災害復旧

⑥ 求職活動

⑦ 就学

⑧ 育児休業取得中に継続利用が必要であること

保育必要量(1日)

8 時間 11時間

保育を利用できる時間(保育必要量)は

の２ つの区分に分かれます。

保育標準時間
（ 1日最大11時間までの保育を利用可能）

保育短時間
（ 1日最大8 時間までの保育を利用可能）

同居親族には、長期入院等をしている親族等を 含む
1日4 時間以上かつ週3日以上介護、看護にあたっていること

※月1 2 0 時間未満の場合でも 、常態（ 月1 0 日以上）と して、当該事由に要す

る時間（ 通勤時間等を含む）が施設等が設定する保育短時間の受入時間

帯（ 8 時間）を超える場合は、「 保育標準時間」認定と することも 可能です。

① 就労　 ④ 同居親族の常時介護・ 看護　 ⑦ 就学の事由に
ついては、当該事由に要する時間が、月1 2 0 時間以上の場合
は原則「 保育標準時間」認定と なり 、月1 2 0 時間未満の場合
は原則「 保育短時間」認定と なり ます。

② 妊娠・ 出産　 ③ 保護者の疾病、負傷、障害　 ⑤ 災害復旧
の事由については、原則「 保育標準時間」認定となりますが、保
護者の希望により「 保育短時間」認定とすることも可能です。

表紙と本ページの間に見開
きになるように広告ページを
挿入。
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【 保育標準時間】  フ ルタ イ ム就労などが対象。 各施設や事業者の開所（ 園） 時間（ 延長保育開所（ 園） 時間

を除く 。） の範囲内で、 １ 日最大1 1時間までの保育を利用でき ます。

　 　 　 　 　 　 　 　
【 保 育 短 時 間】  パート タ イ ム就労などが対象。 各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯（ 8

時間） の範囲内で、 1 日最大8時間までの保育を利用できます。

　 　 　 　 　 　 　 　 ※保育短時間の受入時間帯は、開所（ 園）時間内（ 延長保育開所（ 園）時間を除く 。） で設定さ れます。

　 ※各施設や事業者の開所（ 園） 時間や保育短時間受入時間帯については、各区役所保健福祉課にてご確認く ださ い。

＜保育を利用できる時間帯の例＞

※以下の例は、 開所（ 園） 時間（ 延長保育開所（ 園） 時間を 除く 。） が1 1 時間あり 、 かつ1 8 時以降の延長保育を 実施し

ている 保育所の場合で、各施設が設定する 保育短時間の受入時間帯を ９ 時～ 1 7 時と 設定し ている 場合のも のです。

3　 保育を利用できる時間帯

保育短時間認定（ 1日8 時間）
延長保育

②

延長保育

②

延長保育

①

7： 00

9： 0 0 17： 0 0

開所（ 園）時間

保育短時間の受入時間帯

延長保育
開所（ 園）時間

1 8： 00 19： 00

保育標準時間認定（ 1日最大1 1 時間）
延長保育

①原則的な保育時間（ 1日8 時間）
通勤時間等を 考
慮（ 必要な 範囲
で利用）

通勤時間等を 考
慮（ 必要な 範囲
で利用）

延長保育について…

保育を利用でき る時間帯（ 上記のと おり ） を超えて保育を利用する場合は、 延長保育①②の扱いと
なり ます。 利用にあたっ ては、 保育料と は別に、 延長保育①②それぞれの利用料が必要と なり ます。

※詳し く は、 P1 0 「 延長保育」 を ご確認く ださ い。

4　 保育の利用手続きの流れ

区役所に給付認定申請

（ 保育を 必要と する 認

定）と 保育の利用を 申

込む

※給付認定申請及び保育の利用申

込みについては、Ｐ 4「 5  給付認定

申請及び保育の利用申込み」をご

確認く ださ い。

※支給認定決定通知書の交付につ

いては、Ｐ 4「 6 支給認定決定通

知書の交付」をご確認く ださ い。

※利用調整については、Ｐ 5

「 7  利用調整」をご確認く

ださ い。

※利用先の決定後について

は、Ｐ 5「 8  利用先の決定か

ら利用まで」をご確認く だ

さ い。

市が、利用申込

みに 基 づ き 、利

用調整を実施

利 用 先 の 決 定

後 、契 約 、保 育

の利用開始

市は、保育を必要と する

事由を確認し 、支給認定

決定通知書（  2 号認定

 3 号認定 ）を交付

1 　 2 　 3 　 4 　

※新規の利用申込みについては、 オンラ イ ンでも 申請でき ます。
　 詳し く は本冊子裏面の QR コ ード から ご確認く ださ い。

（ １ ）  給付認定申請（   2号認定　 3 号認定  ） 及び保育の利用申込みは、 お住まいの区の区役所保健福祉

課にて受付けています。 次の申請期間内に、 必要書類を提出し てく ださ い。

利用開始（ 希望） 月 申込締切日
（ 申請書類を紙で提出する場合）

留意事項

令和７ 年11月～令和８ 年１ 月 利用希望日の前月15 日
15 日が閉庁日のと き は、 その前開
庁日まで

２ 月 １ 月上旬

３ 月 １ 月下旬

４ 月

（ １ 次申込期間）
1 1月１ 日～１ 月下旬

11 月１ 日が閉庁日のと き は、 その
翌開庁日から

1次調整で利用先が決定し ない場
合は、 自動的に２ 次調整の対象と
なり ます。

（ ２ 次申込期間）
１ 次申込締切日翌日～ 3 月上旬

５ 月～令和９ 年１ 月 利用希望日の前月上旬～中旬

※具体的なスケジュ ールについては、 ホームページ等でお知ら せし ます。

※オンラ イ ン申請は締切日が異なり ますので、 ホームページ等でご確認く ださ い。

※保育の利用申込みの対象と なる施設や事業は、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保

育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育） です。

※事業所内保育の従業員枠の利用を希望する場合は、 当該事業所でも 申請を行う こ と ができます。

※認定こ ども 園（ 保育部分） の利用を希望する場合は、 別途、 園に入園願書の提出が必要な場合が

あり ますので、 希望する園にご確認く ださ い。（ 願書の配布等については、 直接、 園までお問い

合わせく ださ い。）

（ ２ ）  申込に必要な書類は以下のと おり です。（ 申請書等は、 各区役所保健福祉課にて配布し ています。）

①教育・ 保育給付認定申請書 兼 利用調整申込書（ 児童1 人につき 1枚）

※申請時には、 運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いする 場合があり ます。

②保育を必要と する証明書（ 就労証明書兼保育要件申立書）

※保護者全員分の提出が必要です。

※状況に応じ て、 診断書等の添付書類が必要と なる 場合があり ます。

③母子健康手帳（ 保育利用希望児童の4か月、7か月、1 歳6か月、3 歳児健康診査の記録があるも の）

④保育料口座振替依頼書・ 自動払込利用申込書 3 号認定

※市外から の転入者は、 市町村民税額のわかる証明書類を提出し ていただく 場合があり ます。  

※保護者等の状況により 、 提出し ていただく 書類が異なり ます。 詳し く は、 お住まいの区の区役所

保健福祉課までお問い合わせく ださ い。

※必要書類が揃わない場合は、 受付ができ ないこ と があり ます。

（ １ ）  市は、 提出さ れた書類などで保護者の状況等を確認し 、 保育を必要と する状態にあると 認定し た場

合は、 支給認定決定通知書を交付し ます。

（ ２ ） 給付認定にあたっ ては、 以下の事項を決定し 、 支給認定決定通知書に記載し ます。

　 　 　 ①　 区　 　 　 分： 子ども の年齢に応じ て、 給付認定の区分を決定し ます。

　 　 　 　    　 　 　 　 　 　  2号認定 保育を必要と する満3歳以上の子ども

　 　 　 　    　 　 　 　 　 　  3号認定 保育を必要と する満3歳未満の子ども

　 　 　 ②　 保育必要量： 保育を必要とする事由及びその状況に応じ て、 保育を利用できる時間を決定します。

　 　 　 　 　 　    　 　 　 　  保育標準時間  1 日最大1 1時間までの保育を利用可能

　 　 　 　 　 　    　 　 　 　  保 育 短 時 間  1 日最大 ８  時間までの保育を利用可能

　 　 　 ③　 有 効 期 間： 保育を必要と する事由に応じ て、 保育を利用でき る期間を決定し ます。

5　 給付認定申請（  2号認定  3号認定 ）及び保育の利用申込み

6　 支給認定決定通知書（  2号認定  3号認定 ）の交付
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（ １ ）  市は、 給付認定を行っ た子ども について、 保育の利用の申込みがある場合は、 各施設や事業の利用

者を決定するための利用調整を行います。

利用調整は、 毎月、 利用開始日（ 原則各月1 日） の前月の16 日以降に行います。 ただし 、 ２ 月利用

開始分は１ 月上旬、 ３ 月利用開始分は１ 月下旬、 ４ 月利用開始分は１ 次調整を２ 月中旬、 ２ 次調整

を３ 月上旬に行います。

※利用調整の対象と なる 施設や事業は、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、

小規模保育、 事業所内保育（ 地域枠）） です。

（ ２ ）  利用調整は、 P2 5「 14  利用調整基準表」 に基づき 、 保護者や子ども の状況に応じ て優先順位を 決

定し たう えで、 実施し ます。

（ ３ ）  利用調整の結果、 利用先が決定し なかっ たも のの、 保護者に利用先決定まで待機する意思がある場

合は、 引き 続き 、 翌月以降も 利用調整を行います。

※提出さ れた必要書類は、 保護者から 取り 下げの連絡がない限り 、 引き続き、 利用調整の資料とし て使用し ます。

　 　 　 　 就労状況や世帯状況に変更があっ た場合は、 必ずお住まいの区の区役所保健福祉課に届け出てく ださ い。

（ １ ） 利用調整の結果、 利用予定先が決定し た場合は、 文書等により お知ら せし ます。

（ ２ ） 市から のお知ら せに従い、 利用予定先にて面接を受けていただき ます。 面接は、 利用開始後の保育

に役立てるために児童の健康状態等を把握するも のであり 、 保護者及び児童と 施設長等の三者で行

います。

（ ３ ）  認定こ ども 園（ 保育部分）又は地域型保育（ 家庭的保育、小規模保育、事業所内保育）を利用する場合は、

別途、 利用する施設又は事業者と 契約を交わす必要があり ます。（ 保育所の場合は不要です。）

（ ４ ） 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育） の

利用開始日は、 原則、 毎月1 日付と なり ます。

　 　 　 ※家庭的保育については、 生後5 7 日目が属する月に限っ て、 月途中の利用開始が可能です。

（ １ ） 世帯の状況に変更があっ たと き は、その都度1 週間以内に各区役所保健福祉課に届け出ると と も に、

必要に応じ た書類（「 就労証明書」「 診断書」 など） を提出し てく ださ い。

　 　 　 ＜世帯状況の主な変更例＞

　 　 　 　 ・ 保護者及び子ども の氏名、 居住地、 連絡先に変更があっ たと き 。

　 　 　 　 ・ 世帯員の増減（ 出産、 婚姻、 離婚など） があっ たと き 。

　 　 　 　 ・ 保護者の転職や離職があっ たと き 。

　 　 　 　 ・ 保育を必要と する事由に変更があっ たと き 。

　 　 　 ※提出が遅れた場合、 遡っ て保育料が変更と なる場合があり ますので、 ご注意く ださ い。

（ ２ ） 少なく と も 年1回、 保育を 必要と する事由の確認を 行う ために、「 就労証明書」 及び事由に応じ た

必要書類（ 診断書など） を提出し ていただきます。

（ ３ ） 給付認定の有効期間満了前に、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、

小規模保育、 事業所内保育） の利用をやめる場合は、 各区役所保健福祉課に届け出てく ださ い。

7　 利用調整

8　 利用先の決定から利用まで

9　 給付認定後及び保育利用開始後の提出書類等

※保育を必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定が取り 消さ れるこ と があり ます。
　 給付認定が取り 消さ れる と 、 保育を利用する こ と ができ なく なり ます。

育児休業取得中の保育の継続利用について…

保護者が育児休業を 取得する際、 既に保育を 利用し ている児童が保育の継続利用を 希望する場合は、「 育児休

業にかかる 継続利用申請書」 育児休業の取得期間が明記さ れた「 就労証明書」 などを提出し てく ださ い。

（ １ ） ３ 歳から ５ 歳までの幼稚園、 保育所、 認定こ ども 園などを利用する子ども たちの保育料は無償です

（ 食材料費については、 保護者の皆様のご負担と なり ます） 。

（ ２ ） ３ 歳未満児の保育料は、子ども の年齢（ 年度当初の年齢）、保育必要量（ 保育標準時間・ 保育短時間）、

父母等扶養義務者の市民税（ ４ 月～８ 月は前年度分、 ９ 月～３ 月は当年度分） の合計額により 決定

し ます。 子ども の年齢が年度途中で３ 歳に達し た場合でも 、 その年度中は３ 歳未満児の額を適用し

ます。 ただし 、 住民税非課税世帯の子ども の保育料は無償です。

※指定都市における市民税の標準税率が８ ％に変更さ れていますが、 保育料算定における市民税の

税率は旧税率（ ６ ％） により 算定し ます。

（ ３ ） 第２ 子以降の保育料は無償です。 上の子ども の保育所等の利用の有無や年齢にかかわら ず、 生計を

同一にし ている子ども のう ち、 最年長者を第１ 子、 その下の子を第２ 子と カ ウント し ます。

（ ４ ） ひと り 親世帯・ 在宅障害児（ 者） のいる世帯で、 父母等の市民税所得割課税額が7 7 ,10 1円未満の

世帯については、 第１ 子も 軽減措置があり ます。

（ ５ ） 保育料は、 利用開始時に決定後、 毎年４ 月と ９ 月に保育料決定通知書でお知ら せし ます。

（ ６ ） 月の途中で利用を終了する場合には、 日割計算と なり ますので、 お早めにお知ら せく ださ い。

（ ７ ） 以下の場合、 保育料が変更さ れる こ と があり ますので、 速やかに各区役所保健福祉課へ届け出て

く ださ い。

①　 保育料決定後に市民税額が変更になっ た場合

②　 父母等扶養義務者や世帯に変更があっ た場合（ 離婚、 再婚など）

③　 同一世帯員が身体障害者手帳・ 療育手帳・ 精神障害者保健福祉手帳を取得又は喪失し た場合や、

特別児童扶養手当・ 障害基礎年金等を受給開始又は終了し た場合（ 上記（ ４ ） の軽減対象と な

る世帯）

＜市民税について＞

・  市税事務所市民税課又は税務課へ所得等を申告する必要があり ます。 ただし 、 前年中の所得が給与所

得だけで、 勤務先から 市税事務所へ給与支払報告書が提出さ れている人、 又は、 所得税の確定申告を

し た人は申告の必要はあり ません。

・ 北九州市外から の転入の場合、 市民税所得割課税額がわかる書類の提出が必要な場合があり ます。

・  上記の申告や書類の提出を 依頼し たにも 関わら ず、 ご提出がない場合は、 保育料を一旦最高額で決定

するこ と があり ます。

・  階層区分認定の基礎と なる課税額は、 配当控除、 住宅借入金等特別税額控除、 寄附金税額控除、 外国

税額控除、 配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はあり ません。  

＜保育料の納付について＞

納期限を過ぎた場合、 納付さ れた日及び保育料額に応じ て、 延滞金が加算さ れるこ と があり ます。

災害、 疾病等の事情により 保育料の負担が困難な場合は、 各区役所保健福祉課にご相談く ださ い。

保育料と は別に、 各施設や事業者が定める費用をお支払いいただく 場合があり ます。

　 ●　 保育所の場合

・ 毎月末（ 納期限） までに北九州市に納めてく ださ い。

・ 保育料の納付は口座振替でお願いし ます。

・  納期限までに納付がない場合には督促、 電話や文書の催告を 行います。 督促し ても 納付のない場合

は、 資産調査や給与調査を行い、 財産を差し 押さ えるこ と があり ます。

　 ●　 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育（ 小規模保育、 家庭的保育、 事業所内保育） の場合

・  各事業者が定める納期限までに、 指定する方法（ 口座振替など） で納めてく ださ い。 詳し く は、 各

事業者に直接ご確認く ださ い。

・  各施設や事業者から の再三にわたる督促や催告に応じ ない状況（ 悪質な対応） が続く と 、 利用契約

を解除さ れるこ と があり ます。

10　 保　 育　 料
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　 認定こ ども 園と は、教育・ 保育を一体的に行う 施設で、幼稚園と 保育所の機能をあわせ持っ た施設です。

　 　 ①　 対象と なる子ども 　 …　 　 　 　 　  （ 満３ 歳以上）　 　 　 　 　 　（ 満３ 歳未満）

　 　 ②　 開 　 　 園 　 　 日　 …原則、月曜日～土曜日　 ※ただし 、祝休日及び1 2 月2 9 日～翌年1 月3 日は休み。

　 　 ③　 開 　 園 　 時 　 間　 …原則、 11 時間（ 各園によっ て異なり ます。）

　 　 ④　 利 用 で き る 期 間　 … 小学校就学前の３ 月31 日までで、 保育を 必要と する 期間（ 給付認定の有

効期間） 利用でき ます。 受入開始年齢は各園によっ て異なり ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 利用開始後に、 保育を 必要と する 事由が変更と なり 、 給付認定の有効期間が変

更と なっ た場合は、 その期間に応じ て利用期間も 変更と なり ま す。 また、 保育

を 必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定の取消し と と も に、 保

育を 利用する こ と ができ なく なり ます。

　 　 ⑤　 給　 　 　 　 　 　 食　 …保育所に準じ ます。

　 　 ⑥　 送　 　 　 　 　 　 迎　 …送迎バスを利用でき る場合があり ます。

お子さ んが急に発熱し たり 体調が悪化し た場合は、 迎えに来ていただく こ

と があり ます。

　 　 ⑦　 そ 　 　 の 　 　 他　 … 各園に関する情報（ 開園時間帯や受入開始年齢など） については、 各区役所

保健福祉課又は各園にてご確認く ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 各園の教育及び保育の方針、 1 日の過ごし 方、 年間行事等については、 直接、 各

園までお問い合わせく ださ い。

　 　 ⑧　 対 　 象 　 施 　 設　 …Ｐ 1 3以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 地域型保育と は、 保育所や認定こ ども 園より も 少人数の単位で、 保育を 必要と する0 歳～ 2 歳の子ど

も を預かり 、 子ども の発達の段階に応じ たきめ細かな保育を行う 事業です。

　 市内の地域型保育は、「 家庭的保育」「 小規模保育」「 事業所内保育」 があり ます。

　 　 ※ 各地域型保育事業には連携施設（ 保育所、 幼稚園など） が設定さ れており 、 集団保育を 体験する ための機会を

提供する などの保育内容の支援を 受けたり 、 卒園後も 保育を 希望する 場合は連携施設の定員の範囲内において

利用するこ と ができ ます。

　 　 ①　 対象と なる子ども 　 … 3号認定  （ 満３ 歳未満）

　 　 ②　 開 　 　 所 　 　 日　 …月曜日～土曜日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ただし 、 祝休日及び1 2 月2 9 日～翌年1 月3 日は休み。

　 　 ③　 開 　 所 　 時 　 間　 …7時30 分～ 1 7時50 分

認定こども 園（ 保育部分）

 2号認定  3号認定

＜認定こ ども 園（ 教育部分） の場合＞

上記は、 認定こ ども 園の保育部分についてのも のであり 、 認定こ

ども 園は教育部分の受入も 行っ ています。

　 ●　 対象と なる子ども は、  1号認定 （ 満3 歳以上） です。

●　 入園受付は、 各園で行っ ていますので、 直接、 各園までお問

い合わせく ださ い。

●　 各園を経由し て、 市が給付認定（   1 号認定  ） を行います。

　 ※ 満３ 歳以上の子ども については、 保育を 必要と する事由に該当し なく て

も 、 継続し て利用する こ と ができ ます。（ 保護者の就労状況等の変化に

左右さ れません。）

地 域 型 保 育

※家庭的な雰囲気のも と で定員5 人以下の保育を 行います。家 庭 的 保 育

　 保育所と は、 保護者が働いていたり 、 病気にかかっ ているなどの理由で、 家庭で子ども の保育を行う

こ と ができ ない場合（ 保育を必要と する場合）に、保護者に代わっ て保育するこ と を目的と し た施設です。

　 　 ①　 対象と なる子ども 　 …  2 号認定 （ 満３ 歳以上）　   3 号認定 （ 満３ 歳未満）

　 　 ②　 開 　 　 所 　 　 日　 …月曜日～土曜日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ただし 、 祝休日及び1 2 月2 9 日～翌年1 月3 日は休み。

　 　 ③　 開 　 所 　 時 　 間　 …7 時30 分～17 時5 0分

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※各保育所の開所時間については、 各区役所保健福祉課にてご確認く ださい。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※延長保育開所時間については、 P1 0 「 延長保育」 を ご確認く ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 1 8 時以降の延長保育に対応する 保育所は、 7 時から 1 8 時まで開所し ています。

（ 一部保育所を 除く 。）

　 　 ④　 利 用 で き る 期 間　 … 概ね生後6 か月から 小学校就学前の3 月3 1日までで、 保育を 必要と する期

間（ 給付認定の有効期間） 利用できます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〈 乳児専門保育所〉

 概ね生後3 か月から ３ 歳になっ た年度の末日（ 3 月3 1日） までで、 保

育を必要と する期間（ 給付認定の有効期間） 利用でき ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ただし 、 利用開始は３ 歳未満児までに限ら れます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〈 乳児受入保育所〉

 概ね生後3か月から 小学校就学前の3 月3 1日までで、 保育を 必要と す

る期間（ 給付認定の有効期間） 利用でき ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※利用の開始日（ 入所日） は、 原則、 各月1 日から です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 集団生活への適応等を 目的と し て、 利用開始後一定の期間、 なら し 保育（ 通常

よ り も 短い時間に限定し て保育する こ と ） を 行う こ と があり ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 利用開始後に、 保育を 必要と する 事由が変更と なり 、 給付認定の有効期間が変

更と なっ た場合は、その期間に応じ て利用でき る期間も 変更と なり ます。 また、

保育を必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、給付認定の取消し と と も に、

保育を利用する こ と ができ なく なり ます。

　 　 ⑤　 給　 　 　 　 　 食　 … 3歳未満児は完全給食（ 主食及び副食） です。 3 歳以上児は、副食（ おかず）

のみのため、 主食（ ごはんやパン） を持たせてく ださ い。

　 　 ⑥　 送　 　 　 　 　 迎　 …保護者が責任を持っ て行っ てく ださ い。

お子さ んが急に発熱し たり 体調が悪化し た場合は、 迎えに来ていただく こ と

があり ます。

　 　 ⑦　 そ　 　 の　 　 他　 … 各保育所の保育方針、 1 日の過ごし 方、 年間行事等については、 直接、 各園

までお問い合わせく ださ い。

　 　 ⑧　 対　 象　 施　 設　 …Ｐ 13 以降の「 13  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 　 ・ 指定管理保育所　 … 民間の社会福祉法人等が市の施設の運営、 管理を行っ ている保育所です。 現

在の指定管理期間は令和３ 年４ 月～令和８ 年３ 月。 次期指定管理期間は、 令和

８ 年４ 月～令和13年３ 月まで。

11　 各保育施設のご案内

保 育 所

（ 延長保育開所時間除く ）

＜育児休業から の復帰等の場合＞

育児休業から の復帰※1  や、 新たに就労・ 就学する場合は、 利用開

始月の翌月概ね14 日（ 土日祝の場合は翌開所日） までに復帰（ ま

たは就労・ 就学） するこ と が条件と なり ます。 ※2

※1　 育児休業取得時点の職場に復帰するこ と が必要です。

※2　  条件を 満たし ていないこ と が判明し た場合は、 利用の決定を

取消し 、 退所になるこ と があり ます。
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　 ・ 　 対象と なる子ども 　 … 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、

事業所内保育） の利用者（   2 号認定  ・   3号認定  ）

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 … 保護者のやむを得ない事情により 、 保育必要量に応じ た保育を利用でき る時

間帯（ P3「 ３  保育を利用でき る時間帯」 参照） を 超えて保育が必要と なる

場合は、 利用中の施設や事業者にて延長保育を利用するこ と ができ ます。

　 　 　  【 保育標準時間の方】  通常の保育時間（ 保育所の場合は18 時以降） を 超えて保育を 利用する 必要

がある場合は、 延長保育の利用と なり ます。

　 　 　  【 保 育 短 時 間 の 方】  各施設や事業者が設定し た受入時間帯（ 8 時間） を 超えて、 保育を 利用する

必要がある場合は、 延長保育の利用と なり ます。

　 ＜延長保育の時間帯及び実施施設＞

　 ・ 　  保育所の場合、 延長保育を 利用すると 、 19時までの必要と する範囲で、 保育を 受けるこ と ができ

ます。

　 　 　 ※あじ さ い保育所（ 八幡西区）、 てんら いじ ほいく えん（ 戸畑区） のみ、 2 0 時までの延長保育に対応し ます。

　 ・ 　 18 時以降の延長保育に対応でき ない施設や事業者も あり ます。

　 ・ 　  18 時以降の延長保育に対応する保育所については、 P13 以降の「 13  北九州市内保育施設一覧」 を

ご確認く ださ い。

　 ・ 　  18 時以降の延長保育に対応する保育所は、 7 時から 開所し ています。（ 一部保育所を除く 。）

　 ※ 各施設や事業者が設定する 開所（ 園） 時間（ 保育短時間受入時間帯含む。）、 延長保育開所（ 園） 時間は、 施設・ 事

業者によ っ て異なり ます。 詳し く は、 各区役所保健福祉課又は各施設・ 事業者にご確認く ださ い。

　 ＜利用手続き 及び料金について＞

　 ・ 　 延長保育の利用手続きは、 給付認定申請及び保育の利用の申込みと は別に行う 必要があり ます。

　 　 　 また、 通常の保育料と は別に、 延長保育の利用料が必要と なり ます。

　 　 　 ※ 延長保育の利用申込み等については各施設・ 事業者にご確認く ださ い。

　 ・ 　 対象と なる子ども 　 … 保育所、 認定こ ども 園、 地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保

育） 及び幼稚園に在籍し ていない小学校就学前子ども 。 給付認定は必要あり

ません。

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 …家庭での保育が一時的に困難になっ た場合に、 保育所で保育し ます。

　 　 　  【 断続的保育サービス】 保護者の短期の仕事などの場合（ 週3日を限度に利用可能）

　 　 　  【 緊急保育サービス】 保護者の病気、 出産などの場合（ 利用する日から 1 4日を限度に利用可能）

　 　 　  【 育児リ フ レ ッ シュ 保育サービ ス】 保護者の育児に伴う 心理的、 肉体的負担の解消（ 週3 日を限度に利用可能）

　 ・ 　 利 　 用 　 時 　 間　 …9時～ 1 7時

　 ・ 　 利用手続き 及び料金　 … 利用の申込みは、 お住まいの区の区役所保健福祉課にて受付けています。 利用

料が必要です。         

（ 利用料が無償化の対象と なる場合があり ます。 詳し く は各区役所保健福祉

課にお問い合わせく ださ い。）

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …Ｐ 13 以降の「 13  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 ※認定こ ども 園の一時保育の利用手続き 及び利用料等の詳細については、 各園にご確認く ださ い。

　 ※ご利用をお考えの際は、 区役所保健福祉課にまずはご相談く ださ い。

　 ※前も っ て利用希望日が決まっ ている場合は、 早めにご相談く ださ い。

　 　（ 直前の申請では、 受入調整が間に合わない場合も あり ます。）

12　 各種保育事業のご案内

延 長 保 育

一 時 保 育

　 　 ④　 利 用 で き る 期 間　 … 生後57 日目から 原則３ 歳になる まで（ 最長３ 歳に到達後の最初の年度末

まで） 保育を必要と する期間（ 給付認定の有効期間） 利用できます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 利用開始後に、 保育を 必要と する 事由が変更と なり 、 給付認定の有効期間が変

更と なっ た場合は、 その期間に応じ て利用期間も 変更と なり ます。 ま た、 保育

を 必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定の取消し と と も に、 保

育を 利用するこ と ができ なく なり ます。

　 　 ⑤　 給　 　 　 　 　 　 食　 … 給食を提供し ます。（ 主食及び副食）

　 　 ⑥　 送　 　 　 　 　 　 迎　 …保護者が責任を持っ て行っ てく ださ い。

お子さ んが急に発熱し たり 体調が悪化し た場合は、 迎えに来ていただく こ

と があり ます。

　 　 ⑦　 対 　 象 　 施 　 設　 … Ｐ 1 3以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 　 ①　 対象と なる子ども 　 … 3号認定  （ 満３ 歳未満）

　 　 ②　 開 　 　 所 　 　 日　 …月曜日～土曜日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ただし 、 祝休日及び1 2 月2 9 日～翌年１ 月３ 日は休み。

　 　 ③　 開 　 所 　 時 　 間　 …原則、 11 時間（ 各事業者によっ て異なり ます。）

　 　 ④　 利 用 で き る 期 間　 … 概ね生後６ か月から 原則３ 歳になるまで（ 最長３ 歳に到達後の最初の年度

末まで） 保育を必要と する期間（ 給付認定の有効期間） 利用でき ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 利用開始後に、 保育を 必要と する 事由が変更と なり 、 給付認定の有効期間が変

更と なっ た場合は、 その期間に応じ て利用期間も 変更と なり ます。 ま た、 保育

を 必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定の取消し と と も に、 保

育を 利用するこ と ができ なく なり ます。

　 　 ⑤　 給　 　 　 　 　 　 食　 …給食を提供し ます。（ 主食及び副食）

　 　 ⑥　 送　 　 　 　 　 　 迎　 …保護者が責任を持っ て行っ てく ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  お子さ んが急に発熱し たり 体調が悪化し た場合は、 迎えに来ていただく こ

と があり ます。

　 　 ⑦　 対 　 象 　 施 　 設　 … Ｐ 1 3以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 　 ①　 対象と なる子ども 　 … 3号認定  （ 満３ 歳未満）

　 　 ②　 開 　 　 所 　 　 日　 …月曜日～土曜日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ただし 、 祝休日及び1 2 月2 9 日～翌年１ 月３ 日は休み。

　 　 ③　 開 　 所 　 時 　 間　 …原則、 11 時間（ 各事業者によっ て異なり ます。）

　 　 ④　 利 用 で き る 期 間　 … 概ね生後６ か月から 原則３ 歳になるまで（ 最長３ 歳に到達後の最初の年度

末まで） 保育を必要と する期間（ 給付認定の有効期間） 利用でき ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 利用開始後に、 保育を 必要と する 事由が変更と なり 、 給付認定の有効期間が変

更と なっ た場合は、 その期間に応じ て利用期間も 変更と なり ます。 ま た、 保育

を 必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定の取消し と と も に、 保

育を 利用するこ と ができ なく なり ます。

　 　 ⑤　 給　 　 　 　 　 　 食　 …給食を提供し ます。（ 主食及び副食）

　 　 ⑥　 送　 　 　 　 　 　 迎　 …保護者が責任を持っ て行っ てく ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  お子さ んが急に発熱し たり 体調が悪化し た場合は、 迎えに来ていただく こ

と があり ます。

　 　 ⑦　 対 　 象 　 施 　 設　 … Ｐ 1 3以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

※定員6 人以上1 9 人以下で家庭的保育に近い雰囲気で保育を行います。小 規 模 保 育

※定員が2 0 人以上の保育所型事業所内保育と 、 定員が1 9 人以下の小規模型事業所内保育
があり 、 会社の事業所の保育施設などで、 従業員の子ども と 地域の子ども を 一緒に保育
し ます。

事業所内保育
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　 ・ 　 対象と なる子ども 　 …  2号認定  （ 満３ 歳以上）   3号認定  （ 満３ 歳未満）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※保護者の夜間就労のため、 夜間保育を 必要と する子ども が対象。

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 … 保護者の就労形態の多様化による夜間の保育ニーズに対応し 、 保育所で保育

し ます。

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …小倉北ふれあい保育所・ 夜間部

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 施設の情報については、 Ｐ 1 3 以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 を ご 確認く

ださ い。

　 　 　 　  【 通 常 保 育 時 間】 1 1時～ 2 2時

　 　 　 　  【 延 長 保 育 時 間】 7 時～ 11 時・ 2 2時～ 2 4時

　 ・ 　 利用手続き 及び料金　 …Ｐ 3「 4  保育の利用手続き の流れ」 及びＰ 6 「 1 0  保育料」 のと おり 。

　 ・ 　 対象と なる子ども 　 … 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、

事業所内保育） の利用者（   2号認定  ・   3号認定  ）

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 … 保育所を休日に開所し 、 日曜日及び祝日に常態的に就労する保護者を支援し

ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※日曜日、 祝休日、 1 2 月2 9 日～ 1 2 月3 1 日に開所し ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ただし 、 1 月1 日～ 1 月3 日は休み。

　 ・ 　 利 　 用 　 時 　 間　 …7時～ 18 時

　 ・ 　 利 用 手 続 き　 … 利用の申込みは、 利用し ている保育所等のある区役所保健福祉課にて受付け

ています。

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …Ｐ 1 3以降の「 1 3  北九州市内保育施設一覧」 をご確認く ださ い。

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 …障害のある子ども と 他の子ども を共に保育し 、相互の健全な育成を図り ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※保育所での集団保育が可能な障害児を 対象にし ています。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 「 一時保育」「 延長保育」 においても 、 障害児の受入を 行っ ています。 障害の程度

や保育所の体制によ っ ては受入ができ ない場合も あり ま すので、 詳し く は各区役

所保健福祉課にてご確認く ださ い。

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …全保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育

　 ・ 　 対象と なる子ども 　 … 概ね生後３ か月から 小学校６ 年生までの児童。 給付認定は必要あり ません。

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 … 保護者の仕事の都合などにより 家庭での保育が困難な、 病気中や病気回復期

の児童を、 医療機関に併設さ れた保育室で一時的に預かり ます。

　 ・ 　 利 用 で き る 期 間　 …１ 日単位の利用。 原則、 連続７ 日を限度に利用可能。

　 ・ 　 利用手続き 及び料金　 …利用申込みは、 各実施施設にて直接受付けています。

利用料は、 福岡県内居住世帯は０ 円、 福岡県外居住世帯は2 ,0 00 円（ 日額）

です。

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …以下の施設で対応し ます。

夜 間 保 育

休 日 保 育

障 害 児 保 育

病 児 保 育

※日・ 祝休日、 年末年始、 医療機関休診日は休み。

区 実施施設名 併設する医療機関 所　 　 　 在　 　 　 地 電話番号 開　 所　 時　 間

門　 司 あき たけ病児保育室 あ き た け 医 院 門 司 区 東 門 司 二 丁 目4 番1 8 号 3 2 1 -0 5 4 1
 8 ： 3 0 ～ 17 ： 30

（ 水曜は1 2 ： 0 0 まで）

小倉北

病児保育室り んご よ し だ 小 児 科 医 院 小 倉 北 区 馬 借 三 丁 目3 番3 6 号 5 3 1 -7 7 4 1
8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

（ 第1 ･3 ･5 土曜日は1 2 ： 3 0 まで）

病児保育室
わんぱく キッ ズ

えびす子どもクリニック 　   〃  　 井堀三丁目1 0番6 号 3 8 3 -0 8 8 3 平日 8： 1 5 ～ 1 7 ： 3 0

病児保育室
キッ ズルームあだち

あだち古賀クリ ニッ ク 　   〃  　 足立三丁目1 番2 7 号
0 80 -3 98 0 -

2 7 57
平日 8： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

小倉南

佐藤病児保育室 佐藤こ ども クリ ニッ ク 小 倉 南 区 若 園 一 丁 目1 番3 0 号 9 4 1 -6 6 2 0 平日 8： 0 0 ～ 1 7 ： 3 0

と う わ病児・ 病後児保育室 東 和 病 院 　   〃　   守恒本町一丁目2 番11号
09 0 -5 48 0 -

6 6 20
8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

（ 土曜は1 2 ： 3 0 まで）

ゆたかク リ ニッ ク
病児保育室

ゆ た か ク リ ニ ッ ク 　   〃　   湯川新町四丁目2 5番2号 9 3 2 -7 5 5 0 平日 8： 0 0 ～ 1 7 ： 3 0

かみそね病児保育室 そお小児科クリ ニッ ク 　   〃　   上曽根五丁目2番5 号 3 8 3 -8 3 8 5
8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

（ 土曜は1 2 ： 0 0 まで）
※土曜利用は前日までの予約が必要

若　 松
つだこ ども ク リ ニッ ク

病児保育室
つだこ ども クリ ニッ ク 若 松 区 本 町 一 丁 目7 番4 4 号 7 6 1 -2 5 7 7

8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0
（ 木曜は1 2： 00 、 土曜は1 5： 30 まで）

八幡東 大蔵病児保育室 橋爪小児科内科医院 八 幡 東 区 大 蔵 二 丁 目3 番1 8 号 6 5 1 -8 2 0 1 平日 8： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

八幡西

黒崎病児保育室 黒 崎 吉 田 医 院 八 幡 西 区 黒 崎 三 丁 目4 番3号 6 2 1 -0 9 4 6
8 ： 3 0 ～ 1 8 ： 0 0

（ 水曜は1 2： 00 、 土曜は1 6： 00 まで）

にし むら 病児保育室 西 村 医 院 　    〃   　 楠橋上方二丁目1 番1 0 号 6 1 7 -0 2 9 8
8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

（ 木曜・ 土曜は1 2 ： 3 0 まで）

病児保育室く じ ら 永 犬 丸 小 児 科 医 院 　   〃  　 三 ヶ 森 一 丁 目3 番5 号 6 1 2 -8 3 0 0 平日 8： 3 0 ～ 1 7 ： 3 0

戸　 畑
病児病後児保育室
ひまわり ルーム

牧 山 療 養 院 戸 畑 区 初 音 町1 3 番1 3 号 5 8 8 -1 0 4 0  8 ： 0 0 ～ 18 ： 00

　 ・ 　 対 　 　 象 　 　 者　 …子育て中の保護者

　 ・ 　 内　 　 　 　 　 　 容　 … 育児不安等についての相談や子育てサーク ルへの支援等を行い、 家庭におけ

る子育てを支援し ます。

　 ・ 　 利 用 手 続 き 　 …具体的な実施内容の確認を含め、 各実施施設までお問い合わせく ださ い。

　 ・ 　 実 　 施 　 施 　 設　 …以下の施設で対応し ます。

区 実施施設名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電　 話　 番　 号

小倉南 北方地域子育て支援センタ ー 市【（ 社福） 小倉社協】 小倉 南区 北方 三丁 目 5 0 番 ２ 号 9 3 1-4 6 2 3

八幡東 リ ア ン は な お 保 育 園 （ 社福） 真祐会 八 幡 東 区 祇 園 一 丁 目 ５ 番 １ 号 6 6 3-5 8 8 5

地域子育て支援センタ ーでの子育て支援



1 3 1 4

保育所 ※延長保育（ 1 8 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

下 富 野 保育所  市 小倉北区神幸町4 番2 0 号 5 41 -616 2 1 2 0 ●  

東 篠 崎 保育所  市 　 〃 　 東篠崎一丁目1 0 番1 号 9 41 -605 6 1 2 0

今 町 保育所  市 　 〃 　 今町二丁目1 3 番9 号 5 92 -014 3 9 0 ●

（ 乳児専門保育所）

小倉北ふれあい保育所（ 乳児部）
 市【 （ 社福） 正善寺福祉会】 ※ 　 〃 　 馬借一丁目7 番1 号 5 22 -873 2 3 0 ●

指定管理
保育所

（ 夜間保育所）

小倉北ふれあい保育所（ 夜間部）
 市【 （ 社福） 正善寺福祉会】 ※ 　 〃 　 馬借一丁目7 番1 号 5 22 -873 3 4 5 ● ●

指定管理
保育所

（ 乳児専門保育所）

到 津 乳 児 保育園
（ 社福） めぐ み会 　 〃 　 下到津三丁目7 番3 6 号 5 83 -095 9 4 0 ●

（ 乳児専門保育所）

あ お ば 乳 児 保育園
（ 社福） あおば会 　 〃 　 上富野三丁目9 番3 2 号 5 41 -049 5 8 0 ●

金 田 保育園 （ 社福） 鳳雲会 　 〃 　 金田一丁目1 番1 0 号 5 91 -082 0 2 0 0 ● ●

光 沢 寺 保育園 （ 社福） 晴光会 　 〃 　 緑ヶ 丘一丁目8番14号 5 71 -170 6 1 2 0 ● ●

貴 船 保育園 （ 社福） 鷹羽会 　 〃 　 貴船町9 番5 号 9 31 -088 8 1 0 0 ● ●
認定こ ども 園
移行予定

神 岳 保育園 （ 社福） 正善寺福祉会 　 〃 　 神岳二丁目1 0 番3 1 号 5 21 -466 9 9 0 ●

井 堀 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 井堀二丁目7 番1 号 5 81 -161 1 1 5 0 ● ●

高 坊 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 高坊一丁目7 番3 号 9 52 -782 2 1 0 0 ● ●

（ 乳児受入保育所）

れんげ心の花 保育園
（ 社福） 栄法会 　 〃 　 三萩野二丁目8 番1 8 号 9 21 -565 5 6 0 ● ●

光 沢 寺 第 二 保育園 （ 社福） 晴光会 　 〃 　 中井二丁目4 番3 3 号 5 62 -766 0 1 2 0 ● ●

清 水 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 弁天町1 0 番1 号 5 82 -130 5 1 0 0 ●

到 津 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 下到津一丁目11番19号 4 82 -309 0 1 3 0 ● ●

上 富 野 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 上富野三丁目1 8 番7 号 5 11 -091 6 7 0 ●

三 萩 野 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 明和町5 番9 号 5 21 -409 4 1 6 0 ● ●

南 丘 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 南丘二丁目1 5 番1 号 5 92 -153 3 7 0 ●

篠 崎 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 泉台一丁目1 1 番2 4 号 6 51 -111 5 7 0 ● ●

北九州ソ レ イ ユ 保育園
（ 社福） 正勇会

　 〃 　 西港町3 0 番6 号 5 61 -001 1 9 0 ● ●

（ 分）北九州ソレイユ保育園 　 〃 　 浅野三丁目1 番2 6 号 5 13 -551 1 2 9 ● ●

新栄たてま ち 保育園 （ 社福） 小倉新栄会 　 〃 　 竪町二丁目2 番1 6 号 5 62 -700 1 8 0 ● ●

さ わやかあだちのも り 保育園 （ 社福） 八健会 　 〃 　 山門町5 番1 号 5 13 -112 3 9 0 ● ●

お ぐ ま の 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 新高田一丁目1 0 番3 号 5 62 -222 0 1 8 0 ● ●

白 　 銀 保育所 （ 社福） 真祐会
　 〃 　 白銀二丁目2 番2 5 号
※仮設園舎（ 白銀二丁目白銀公園内） へ移転中。

新園舍R7 年度末完成予定

9 32 -599 0 9 0 ●
認定こ ども 園
移行予定

※指定管理保育所の運営主体については、 令和７ 年1 1 月１ 日現在のも のであり 、 次期運営主体については、 令和７ 年1 2 月に決定予定。

13　 北九州市内保育施設一覧（ 令和８ 年４ 月１ 日）

保育所 ※延長保育（ 18 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

新 門 司 保育所  市 門司区吉志一丁目3 1 番1 号 48 1-39 00  7 0 ●  

花 か ご 保育園 （ 社福） 清琴福祉会 　 〃　 上馬寄一丁目5 番2 号 39 1-12 62 1 1 0 ● ●

ル ン ビ ニ ー 保育園 （ 社福） 如心会 　 〃　 大字大積8 3 7 番地 34 1-05 61 4 5 ●

恒 見 保育園 （ 社福） つく し 会 　 〃　 恒見町2 3 番1 号 48 1-00 54 1 4 0 ●

萩 ヶ 丘 保育園 （ 社福） 常円会 　 〃　 大里戸ノ 上三丁目9 番2 6 号 38 1-15 29 5 0 ●

大 川 保育園 （ 社福） 戸ノ 上福祉会 　 〃　 下二十町1 番2 8 号 39 1-53 31 1 2 0 ●

白 野 江 保育園 （ 社福） のぞみ会 　 〃　 白野江三丁目21番14号 34 1-82 58 5 0 ●

門司保育所（ みどり園） （ 公財） 鉄道弘済会 　 〃　 不老町二丁目2 番2 5 号 38 1-20 02 9 0 ● ●

広 済 寺 保育園 （ 社福） 恵風会 　 〃　 大里東四丁目1 1 番1 1 号 38 1-73 01 9 0 ● ●

鎮 西 保育園 （ 社福） 鎮西別院福祉会 　 〃　 別院6 番4 8 号 38 1-76 70 9 0 ●

西 光 保育園 （ 社福） 大里福祉会 　 〃　 大里本町一丁目6 番1 3 号 38 1-22 12 6 0 ●

み な と 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃　 清滝一丁目8 番5 号 33 1-61 25 7 0 ● ● ●

す み れ 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃　 南本町3 番2 号 39 1-05 37 6 0  ●

（ 乳児受入保育所）

古 城 保育園
（ 社福） 門司民協 　 〃　 東本町二丁目4 番7 号 32 1-27 94 1 2 0 ● ●

藤 松 保育園 （ 社福） 門司民協 　 〃　 藤松二丁目2 番3 6 号 39 1-22 62 1 3 0 ● ●

新栄はやと も 保育園 （ 社福） 小倉新栄会 　 〃　 清見三丁目1 番2 4 号 32 1-26 92 9 0 ● ●

ＮＩ ＮＡＲＵふじ まつ 保育園 （ 社福） 門司民協 　 〃　 藤松二丁目6 番2 4 号 38 2-00 01 7 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

 （ 株）  ・ ・ ・ ・ ・ 株式会社

 （ 有）  ・ ・ ・ ・ ・ 有限会社
（ 特非） ・ ・ ・ ・ ・ 特定非営利活動法人

（ 医法） ・ ・ ・ ・ ・ 医療法人

　   市 　 ・ ・ ・ ・ ・ 北九州市
（ 社福） ・ ・ ・ ・ ・ 社会福祉法人
（ 公財） ・ ・ ・ ・ ・ 公益財団法人

（ 学法） ・ ・ ・ ・ ・ 学校法人

（ 一社） ・ ・ ・ ・ ・ 一般社団法人

福祉事業団・ ・ ・ ・ 北九州市福祉事業団

門司民協・ ・ ・ ・ ・ 北九州市門司民生事業協会
小倉社協・ ・ ・ ・ ・ 北九州市小倉社会事業協会

若松民協・ ・ ・ ・ ・ 北九州市若松民生事業協会

保育事業協会・ ・ ・ 北九州市保育事業協会　 　

戸畑民協・ ・ ・ ・ ・ 北九州市戸畑民生事業協会

地域型保育事業

家
庭
的
保
育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 久持 真由美 門司区奥田五丁目4 番5 4 号 ３９１－１７０７ ５ 新 門 司 保 育 所

家庭的保育事業　 藤原　 亜子 　 〃　 社ノ 木一丁目1 6 番1 9 号 ３７２－１５９０ ５ 下 富 野 保 育 所

家庭的保育事業　 竹永　 芳恵 　 〃　 吉志新町二丁目1 3 番1 3 号 ７７６－６８７９ ５ 新 門 司 保 育 所

小
規
模
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

ひなた保育園 吉志 （ 一社） 優心会 門司区吉志二丁目７ 番８ 号 3 4 2 －9 1 3 5 1 9

あけぼの幼稚園
き く が丘保育園
片野保育園
吉田幼稚園

小倉北区

門 司 区

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

みつばち 保育園M OJIKO （ 社福） boon 門司区丸山一丁目1 9 番1 号 3 21-5 20 8 1 0 0 ●  ●

※（ 仮）NINARUふじまつ保育園 （ 社福） 門司民協 　 〃　 藤松二丁目6 番2 4 号 3 82-0 00 1 7 0 ●  ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

認定こ ども 園（ 幼稚園型）

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員

※（ 仮） 愛光幼稚園 （ 学法） 愛光学園 門司区老松町1 2 番3 号 3 21 -337 4 6 0

※（ 仮） 西門司幼稚園 （ 学法） 井上学園 　 〃　 杜ノ 木一丁目1 4 番8 号 3 81 -012 8 2 5

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育や預かり 保育の実施状況、 開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。



1 5 1 6

認定こ ども 園（ 幼稚園型）

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員

東筑紫短期大学附属幼稚園 （ 学法） 東筑紫学園 小倉北区下到津五丁目3 番1 4 号 5 61 -213 3 2 2 0

あおば幼稚園 （ 学法） あおば学園 　 〃 　 上富野三丁目9 番3 2 号 5 21 -905 0 1 5 5

と みの幼稚園 （ 学法） 富野学園 　 〃 　 下富野三丁目5 番6 号 5 21 -510 0 1 6 0

栄美幼稚園 （ 学法） 廣常学園 　 〃 　 上富野三丁目1 7 番1 0 号 5 21 -386 2 9 3

※（ 仮）あかつき幼稚園 （ 学法） 浄暁学園　 　 〃 　 黄金二丁目8 番3 1 号 9 21 -233 7 9 7

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育や預かり 保育の実施状況、 開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

地域型保育事業

家
庭
的
保
育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 小田　 薫子 小倉北区砂津二丁目7 番1 0 号 ５４１－１８７７ ５ 下 富 野 保 育 所

家庭的保育事業　 中野　 摩耶 　 〃 　 清水三丁目9 番9 号 ５６ 2－０２１０ ５ 東 篠 崎 保 育 所

事
業
所
内
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

キッズルーム・ スマイル （ 有）ワンダー 小倉北区赤坂一丁目８ 番７ 号 ５１３－８７８６
1 2

う ち 地域枠

9

あおば幼稚園
長浜保育園

宇佐町さわやか保育園 （ 社福）さわやか会 　 〃　 　 宇佐町二丁目５ 番１ 号 ５１３－５００８
1 4

う ち 地域枠

9

霧ヶ 丘幼稚園
さ わやかあだちのも り 保育園

小
規
模
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

れんげプチフルール保育園 （ 社福）栄法会 小倉北区昭和町1 6 番４ 号 ９ ５１－０ ８ ８ ０ 1 9 れんげの花保育園

こ ひつじ 保育園 （ 社福）シオンの丘 　 〃　 　 下到津二丁目1 5 番2 1 号 ５ ８１－２ ７ ７ ２ 1 7 愛の園保育園

キッズ・ キッズ保育園 小倉 （ 株）キッ ズ・ プランニング 　 〃　 　 浅野一丁目１ 番１ 号 ９ ６ ７ －９５ ３５ 1 9 あかつき幼稚園

ほっぺるランド  小倉 （ 株）テノ .コーポレーショ ン
　 〃　 　 砂津二丁目５ 番1 7 号
　 　 　 　 　 　 　 　 パレ ス小倉２ 階

３ ８ ３ －７５６ ６ 1 9
あおば幼稚園
木町幼稚園

小
規
模
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

みつばち保育園 （ 社福）boon 小倉北区黒原三丁目1 5 番1 2 号 ４ ８２ －３ ４ ７２ 1 9

みつばち保育園M OJIKO

片野保育園
さ わやかあだちのもり 保育園

大浜保育園

足原だきし め保育園

霧ヶ丘幼稚園

門司こばと幼稚園

こく ら星の子保育園 （ 社福） 相和会
　 〃　 　 片野四丁目2 0 番6
　 　   ラ イ フ ハウス片野ビ ル1 0 2 号

９ ３２ －０ ３ ３３ 1 9
石原幼稚園
森林幼稚園

そよかぜ保育園  ク ールラ イ ン （ 株） 　 〃　 　 片野新町三丁目１ 番１ 号 ４ ８ ２ －２０ ６５ 1 9 神理幼稚園
高坊保育園

ちやま錦ヶ丘保育園 （ 学法）三島学園 　 〃　 　 中井四丁目1 1 番2 0 号 5 6 2 －2 2 2 6 1 9
乳山幼稚園
光沢寺中井幼稚園
井堀保育園

小倉南区

保育所 ※延長保育（ 1 8 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

徳 力 保育所  市 小倉南区南方五丁目2 番1 号 962 -78 86 1 2 0 ●  

徳 吉 保育所  市 　 〃 　 徳吉東一丁目9 番1 5 号 451 -51 44 9 0

蜷 田 保育所  市 　 〃 　 横代東町二丁目1 番1 0 号 962 -46 60 9 0 ●

貫 保育所  市 　 〃 　 上貫二丁目2 番4 1 号 472 -74 47 8 0 ●

北 方 保育所  市【（ 社福）保育事業協会】※ 　 〃 　 北方二丁目1 6 番1 0 号 941 -69 84 1 2 0 ● ●
指定管理
保育所

双 葉 保育園 （ 社福） 双葉会 　 〃 　 長行東三丁目1 3番1 7号 451 -20 83 7 0 ●

白 鳩 保育園 （ 社福） 白鳩会 　 〃 　 上吉田三丁目1 8 番1 号 471 -30 03 6 0 ● ●

広 徳 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 徳力団地1 番1 号 962 -51 70 1 3 0 ● ●

み の り 保育園 （ 社福） 鳳雲会 　 〃 　 八幡町1 1 番7 号 941 -40 53 1 3 0 ● ● ●

（ 乳児専門保育所）

専 城 乳 児 保育園
（ 社福） 専城会 　 〃 　 城野四丁目5 番2 1 号 931 -88 90 4 0 ●

お ぶ ね 保育園 （ 社福） 小舟会 　 〃 　 大字山本3 4 6 番地の3 451 -45 81 4 0 ●

ひ か り 保育園 （ 社福） ひかり 福祉会 　 〃 　 中曽根一丁目7 番2 号 472 -28 69 9 0 ●

光 法 保育園 （ 社福） 光法会 　 〃 　 北方二丁目2 0 番1 7 号 922 -20 22 1 2 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

城 野 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 重住一丁目8 番2 0 号 952 -06 77 1 2 0 ● ●

若 園 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 若園二丁目4 番1 5 号 941 -76 40 1 1 0 ● ●

北方なかよし 保育園 （ 社福） 小倉社協 　 〃 　 北方三丁目1 6 番2 4 号 951 -15 15 1 2 0 ● ●

曽根ソ レイ ユ 保育園 （ 社福） 正勇会 　 〃 　 曽根北町4番33号 474 -55 22 1 0 0 ● ●

※指定管理保育所の運営主体については、 令和７ 年1 1 月１ 日現在のも のであり 、 次期運営主体については、 令和７ 年1 2 月に決定予定。

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

愛の園保育園 （ 社福） シオン の丘 小倉北区下到津二丁目1 5 番2 5 号 5 81-2 77 2 9 7 ●  

れんげの花保育園 （ 社福） 栄法会 　 〃 　 昭和町1 6 番3 号 9 51-0 88 0 1 7 0 ● ●

長浜保育園 （ 社福） 長浜会 　 〃 　 長浜町2 番2 7 号 5 31-3 99 6 7 5 ● ●

キンダーポート 保育園 （ 社福） 明和会 　 〃 　 明和町3 番8 号 5 21-4 25 1 9 5 ●

足原だき し め保育園 （ 社福） 法順会 　 〃 　 足原一丁目7 番1 号 5 41-2 11 1 1 1 5 ●

三郎丸保育園 （ 社福） 足立さ く ら 会 　 〃 　 三郎丸二丁目9 番3 号 9 21-7 01 5 1 0 0 ●

片野保育園 （ 社福） 片野会 　 〃 　 三萩野一丁目1 2 番2 4 号 9 21-5 90 6 1 1 0 ●

西教寺保育園 （ 社福） 西教会 　 〃 　 砂津二丁目1 1 番4 1 号 5 31-2 46 9 7 0 ●

※（ 仮） 貴船保育園 （ 社福） 鷹羽会 　 〃 　 貴船町9 番5 号 9 31-0 88 8 1 0 0 ● ●

※（ 仮） 白銀保育所 （ 社福） 真祐会　
　 〃 　 白銀
（ 現在、 仮設園舎に移転中。R7末に新園舍完成予定）

9 32-5 99 0 9 0 ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。



1 7 1 8

地域型保育事業

家
庭
的
保
育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 小幡　 広美 小倉南区徳力五丁目1 0 番7 号 ９６１－０１２８ ５ 徳 力 保 育 所

家庭的保育事業　 三宅　 久美 　 〃 　 上曽根一丁目4 番1 号 ４７２－７６８３ ５ 貫 保 育 所

事
業
所
内
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

う えっち保育園 （ 医法） 仁風会 小倉南区葛原本町一丁目１ 番８ 号 ３８３－０２４０
5 0

う ち 地域枠

4 7

葛原保育園
日豊保育園
清和幼稚園
ラ フ ィ ーネこ ども 園

なないろ 保育園 （ 特非） 虹の会 　 〃　 　 曽根北町４ 番2 2 号 ４７５－７７１６
3 0

う ち 地域枠

2 7

大浜保育園
むつみ幼稚園
フ レ ンズ幼稚園
曽根ソ レ イ ユ保育園

ハグ保育園 ヒューマンブリッジ（ 株） 　 〃　 　 中曽根東二丁目1 0 番５ 号 ４７３－０８８０
1 9

う ち 地域枠

1 6

むつみ幼稚園
曽根ソ レ イ ユ保育園
フ レ ン ズ幼稚園
大浜保育園

小
　
規

　
模

　
保

　
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

なかよ し 乳児保育園 （ 社福） 小倉社協 小倉南区北方三丁目5 0 番２ 号 ９ ３１－６ ０ ３ ０ 1 2 北方なかよ し 保育園

守恒さ く ら 保育園 （ 社福） 誠心福祉会 　 〃　 　 徳力三丁目７ 番６ 号 ９ ６１－２ ０ ２ ２ 1 9 守恒保育園

葛原さ く ら んぼ保育園 （ 社福） 葛原会 　 〃　 　 葛原本町三丁目1 1 番3 9 号 ９６ ７ －６ ６ ６ ０ 1 9 葛原保育園
令和8 年度末
閉園予定

でんき 幼稚園
小規模保育園 （ 学法） ぜんりょう 学園 　 〃　 　 蜷田若園一丁目２ 番2 4 号 ９６ ２ －６６ ７ ３ 1 9 でんき 幼稚園

学校法人神理学園
たんぽぽ保育園 （ 学法） 神理学園 　 〃　 　 徳力五丁目1 1 番3 1 号 ３ ８ ３ －８ ０５ ８ 1 9 神理幼稚園

徳力団地幼稚園
小規模保育園ミ ミ アンジュ （ 学法）黒木学園 　 〃　 　 南方四丁目５ 番1 2 号 ９ ６ 5 －1 1 5 4 1 9 徳力団地幼稚園

大浜こ ばと 保育園 （ 社福） 緑風福祉会 　 〃　 　 中曽根東四丁目1 9 番1 0 号 ４ ７ ３ －０ ３ ３１ 1 9 大浜保育園

フ レ ンズ幼稚園小規模
保育園 リ ト ル フ レンズ （ 学法）育徳学園 　 〃　 　 東貫一丁目1 5 番３ 号 ４ ７１－５ ９ ２ ２ 1 9 フ レンズ幼稚園

つだ星の子保育園 （ 社福） 相和会 　 〃　 　 津田一丁目２ 番4 0 号 ４ ７ ４ －３ ３ ０１ 1 2
石原幼稚園
むつみ幼稚園

津田どれみ保育園 德永　 眞砂子 　 〃　 　 津田新町一丁目1 6 番4 3 号 ４ ７ ５ －８１３ ３ 1 9
大浜保育園
フ レンズ幼稚園

学校法人神理学園
ののはな保育園 （ 学法） 神理学園 　 〃　 　 徳力五丁目1 0 番５ 号 ９ ６５ －６ ２ ２ ８ 1 9 神理幼稚園

小規模保育園コ パン （ 学法）育徳学園 　 〃　 　 中曽根五丁目2 番4 8 号 4 7 4 －2 0 0 2 1 2 フ レンズ幼稚園

みつばち 保育園
YOSH IDA （ 社福）boon 　 〃　 　 上吉田一丁目7 番1 3 号2 階 ４ ８ ２ －３ ４６５ 1 9

みつばち保育園M OJIKO
吉田幼稚園
フ レ ン ズ幼稚園
あけぼの幼稚園
大浜保育園
三ツ葉保育園
門司こばと幼稚園
お宮の里幼稚園

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

のぞみ保育園 （ 社福） 清心会 小倉南区高野一丁目3 番3 号 4 53-2 23 3 7 0 ●  

洗心保育園 （ 社福） 龍玉会 　 〃 　 大字貫7 9 5 番地1 4 72-6 78 9 8 0 ●

旭ヶ 丘保育園 （ 社福） 志学会 　 〃 　 大字木下8 番地5 4 51-0 04 3 5 5 ● ●

あけぼの愛育保育園 （ 社福） 愛育会 　 〃 　 沼緑町二丁目1 番4 0 号 4 73-4 15 4 8 0 ● ●

守恒保育園 （ 社福） 誠心福祉会 　 〃 　 守恒二丁目6 番1 号 9 61-0 14 2 1 4 5 ●  

みずほ野保育園 （ 社福） 瑞穂会 　 〃 　 津田一丁目1 3 番1 0 号 4 74-0 88 8 1 0 5 ●

き く が丘保育園 （ 社福） 修法会 　 〃 　 企救丘四丁目1 3 番1 号 9 61-4 10 4 9 8 ●

曽根保育園 （ 社福） 曽根保育園 　 〃 　 津田新町一丁目4 番2 6号 4 71-0 96 5 1 2 0 ● ●

花園保育園 （ 社福） 江松会 　 〃 　 富士見一丁目5 番3 8 号 9 51-0 44 2 8 0 ●

大浜保育園 （ 社福） 緑風福祉会 　 〃 　 中曽根東四丁目19 番8 号 4 73-5 57 5 1 5 5 ●

三ツ葉保育園 （ 社福） 周防会 　 〃 　 中吉田一丁目1 8 番7 号 4 73-6 75 5 1 3 5 ● ●

こ じ か保育園 （ 社福） 春和会 　 〃 　 隠蓑5 番1 0 号 9 61-5 61 6 1 0 5 ●

竜光保育園 （ 社福） 竜光会 　 〃 　 大字新道寺1 4 9 番地1 4 51-0 02 6 9 5 ● ●

あけぼの保育園 （ 社福） 愛育会 　 〃 　 沼緑町二丁目1 番3 9 号 4 73-3 74 1 9 5 ● ●

あさ ひ保育園 （ 社福） あさ ひ事業協会 　 〃 　 横代北町一丁目5番2 0 号 9 62-2 57 2 1 1 5 ●

朽網保育園 （ 社福） 恵光会 　 〃 　 朽網東一丁目9 番3 8 号 4 71-2 00 0 9 0 ●

髙倉保育園 （ 社福） 髙倉会 　 〃 　 横代南町四丁目3 番1号 9 61-6 41 6 8 5 ●

聖母園 （ 社福） カ ト リ ッ ク 社会事業協会 　 〃 　 湯川五丁目1 0 番3 3 号 9 31-0 32 2 8 0 ●

日豊保育園 （ 社福） 宏隆会 　 〃 　 上葛原一丁目1 2 番2 5 号 9 32-3 03 3 1 5 5 ●

ゆたか保育園 （ 社福） 秀法福祉会 　 〃 　 志徳二丁目1 番8 号 9 62-1 65 7 1 1 0 ●

葛原保育園 （ 社福） 葛原会 　 〃 　 葛原本町一丁目13番8号 4 72-9 33 9 1 0 0 ●

※（ 仮） 光法保育園 （ 社福） 光法会 　 〃 　 北方二丁目20番17号 9 22-2 02 2 1 2 0 ● ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

認定こ ども 園（ 幼稚園型・ 地方裁量型）

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員

き っ ずこ く ら みなみ （ 学法） こども 園きっずこく らみなみ 小倉南区南方三丁目2 3 番5 号 9 61 -223 0 1 5 5

石原幼稚園 （ 学法） 濱田学園 　 〃 　 大字石原町1 4 6 番地1 4 53 -277 7 8 0

く さ み幼稚園 （ 学法） 恵光学園 　 〃 　 朽網東三丁目2 番1 0 号 4 72 -149 7 1 2 0

清和幼稚園 （ 学法） 清麿学園 　 〃 　 湯川三丁目3 番3 0 号 9 31 -454 0 1 4 0

徳力団地幼稚園 （ 学法） 黒木学園 　 〃 　 徳力団地1 番2 号 9 62 -246 5 2 4 5

神理幼稚園 （ 学法） 神理学園 　 〃 　 徳力五丁目1 0 番1 0 号 9 62 -312 6 2 2 0

長行幼稚園 （ 学法） 田渕学園 　 〃 　 長行西四丁目1 2 番1 号 4 52 -150 0 7 1

曽根ひかり 幼稚園 （ 学法） ひかり 学園 　 〃 　 中曽根一丁目7 番1 号 4 71 -236 5 1 3 5

お宮の里幼稚園 （ 学法） 川江学園 　 〃 　 沼本町四丁目1 8 番5 号 4 71 -005 9 1 0 4

おひさ まいっ ぱい光楽園 （ 特非） 光楽園 　 〃 　 大字志井1 1 1 1 番地1 9 67 -322 3 6 0

ラ フ ィ ーネこ ども 園 （ 株） ファ ースト ライフ 　 〃 　 上葛原二丁目21番11号 9 52 -125 5 6 5

延長保育や預かり 保育の実施状況、 開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。



1 9 2 0

若 松 区

保育所 ※延長保育（ 18 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

若松コ ス モ ス 保育所  市 若松区浜町二丁目1 0 番1 3 号 76 1-56 11 1 3 0 ● ●

いし みねほいく え ん （ 社福） いし みねほいく えん 　 〃　 今光一丁目1 9 番2 5 号 79 1-00 06 1 1 0 ● ●

日 吉 保育園 （ 社福） 伊髙福祉会 　 〃　 東二島二丁目1 6 番6 号 79 1-34 75 4 0 ●

松 美 保育園 （ 社福） 松美会 　 〃　 大字安屋2 2 8 0 番地2 74 1-22 26 5 0 ● ●

高 須 保育園 （ 社福） 泰幸会 　 〃　 高須南五丁目2 番3 0 号 74 1-39 82 9 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

大 鳥 居 保育園 （ 社福） 芙蓉会 　 〃　 大字大鳥居1 7 番地の1 74 2-86 55 9 0 ●

二 島 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃　 二島三丁目3 番5 9 号 79 1-19 34 1 0 0 ● ●

（ 乳児受入保育所）

深町どんぐ り のも り 保育所
（ 社福） 福祉事業団 　 〃　 深町一丁目1 3 番1 9 号 76 1-61 63 8 0 ● ●

（ 乳児受入保育所）

あ お ぞ ら 保育所
（ 社福） 若松民協 　 〃　 西園町1 2 番6 号 76 1-34 23 1 0 0 ● ●

花 乃 路 保育園 （ 社福） 希燿會 　 〃　 大字乙丸1 6 5 1 -1 4 74 2-11 85 9 0 ● ●

古   前 保育所 （ 社福） 若松民協 　 〃　 古前一丁目2 8 番1 7 号 76 1-21 19 1 1 0 ● ●

地域型保育事業
家
庭
的
保
育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 大淵　 元子 若松区赤崎町2 番1 6 号 ７６１－３９６６ ５ 若松コスモス保育所

事
業
所
内
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

ひかり と 大地の保育園 （ 社福） 孝徳会 若松区大字安屋3 3 1 0 番３ ７４１－００５５
1 2

う ち 地域枠

６

さ んろ く
こ ども えん

さ わやかく き のう み
保育園

（ 株）さわやか倶楽部 　 〃　 く き のう み中央2 番1 号 ７５２－５４１０
1 9

う ち 地域枠

1 6
古前保育所

地域型保育事業

小
規
模
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

鴨生田ふぇありぃのおう ち （ 社福）みどり 会 若松区畠田三丁目１ 番5 8 号 ７ ９１－５ ５ ２ ２ 1 5 かも おだこ ども えん

ひびき のゆめ保育園 （ 株） 志道館 　 〃　 小敷ひびき の一丁目6 番1 3 号 7 4 2 －5 4 8 4 1 9
北九州幼児学園
浜町幼稚園
若松青葉幼稚園

も り のなかま保育園
二島園

（ 株）Lateral Kids 　 〃　 二島一丁目1 番3 8 号 4 8 2 －9 5 5 0 1 9
日吉保育園
日吉幼稚園

八幡東区

保育所 ※延長保育（ 1 8 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

堂 山 保育所  市 八幡東区枝光四丁目1 5 番1 号 681 -18 68 9 0

高 槻 保育園 （ 社福） 高槻会 　 〃 　 中尾三丁目5 番1 1 号 651 -60 41 3 0 ● ●

ふ た ば 保育園 （ 社福） 喜久茂会 　 〃 　 槻田一丁目4 番5 0 号 651 -69 68 9 0 ● ●

小 百 合 保育園 （ 社福） カ ト リ ッ ク 社会事業協会 　 〃 　 天神町3 番2 号 661 -66 15 8 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

大 蔵 保育園 （ 社福） 高槻会 　 〃 　 祝町一丁目1 3 番3 号 653 -09 88 8 0 ● ●
認定こ ども 園
移行予定

※八幡東区の休日保育は、 認定こ ども 園リ アン はなお保育園で実施。

地域型保育事業
家
庭
的
保
育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 楠元　 直子 八幡東区桃園四丁目3 番3 2 号 ６７１－６７９５ ５ 堂 山 保 育 所

小
規
模
保
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

つばさ バンビーニ保育園 （ 社福） 育栄会 八幡東区諏訪一丁目８ 番1 8 号 ６ ８１－０ ６ ６ ２ 1 9 つばさ 保育園

たかみBeBe （ 学法）高見学園 　 〃　 　 荒生田三丁目５ 番2 5 号 ６５ ４ －７ ２２ ２ 1 9
高見幼稚園
清心保育園

ち やま保育園 （ 学法）三島学園 　 〃　 　 大蔵二丁目1 8 番８ 号 ６ ５１－５ ９ ８ １ 1 9 乳山幼稚園

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

ひびき の保育園（ 本園）
（ 社福） 宝寿会

若松区塩屋三丁目2 1 番1 号 7 42-5 50 0 8 5 ●  

 （ 分）ひびき の保育園 　 〃　 ひびき の北9 番1 7 号 7 42-6 90 0 3 5

かも おだこ ども えん （ 社福） みどり 会 　 〃　 畠田三丁目1 番5 0 号 7 91-5 53 3 9 5 ●

※（ 仮） 高須保育園 （ 社福） 泰幸会 　 〃　 高須南五丁目2 番3 0 号 7 41-3 98 2 9 0 ● ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

認定こ ども 園（ 幼稚園型）

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員

行学幼稚園 （ 学法） 行学学園 若松区大字乙丸7 7 0 番地1 7 41 -171 0 6 5

精華幼稚園 （ 学法） 百華学園 　 〃　 和田町1 3 番1 2 号 7 61 -072 9 1 0 5

小石幼稚園 （ 学法） 小石学園 　 〃　 棚田町1 1 番2 8 号 7 61 -340 4 1 0 9

若松青葉幼稚園 （ 学法） 行学学園 　 〃　 青葉台西一丁目3 番1 号 7 42 -107 7 7 5

延長保育や預かり 保育の実施状況、 開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

清心保育園 （ 社福） 清心会 八幡東区松尾町3 番2 7 号 65 2-3 231 1 1 5 ●  

槻田杉の実保育園 （ 社福） 杉の実福祉会 　 〃 　 槻田二丁目1 1 番1 0 号 65 2-0 413 7 5 ● ●

高見の森保育園 （ 社福） 杉の実福祉会 　 〃 　 高見五丁目3 番6 号 65 2-0 535 1 4 5 ●

春の町保育園 （ 社福） 禅心会 　 〃 　 春の町四丁目3 番8 号 68 1-2 245 1 4 5 ● ●

中央し おり 保育園 （ 社福） 杉の実福祉会 　 〃 　 中央二丁目1 0 番8 号 61 6-2 422 9 5 ● ●

つばさ 保育園 （ 社福） 育栄会 　 〃 　 山王二丁目1 8 番8 号 66 2-0 672 1 5 5 ●

リ アン はなお保育園 （ 社福） 真祐会 　 〃 　 祇園一丁目5 番1 号 66 3-5 885 1 7 5 ● ●

杉の実保育園 （ 社福） 杉の実福祉会 　 〃 　 大蔵三丁目2 番1 8 号 65 1-4 527 1 0 5 ● ●

※（ 仮） 小百合保育園 （ 社福） カ ト リ ッ ク 社会事業協会 　 〃 　 天神町3 番2 号 66 1-6 615 8 0 ● ●

※（ 仮） 大蔵保育園 （ 社福） 高槻会 　 〃 　 祝町一丁目1 3 番3 号 65 3-0 988 8 0 ● ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。
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八幡西区

保育所 ※延長保育（ 18 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

折 尾 保育所  市 八幡西区堀川町8 番7 号 69 1-06 24 1 2 0 ●

黒 崎 保育所  市 　 〃 　 南八千代町7 番1 7 号 63 1-05 77 1 1 0 ●

旭 ヶ 丘 保育園 （ 社福） 慈恵会 　 〃 　 三ケ森四丁目4 番1 号 61 1-05 02 1 1 0 ●

マ リ ア 保育園 （ 社福） カ ト リ ッ ク 社会事業協会 　 〃 　 本城東三丁目2 番3 5 号 69 1-27 11 1 2 0 ●

幸 神 保育園 （ 社福） 育陽会 　 〃 　 幸神四丁目4 番1 2 号 62 1-18 00 5 0 ●

さ か え 保育園 （ 社福） さ かえ会 　 〃 　 中須二丁目3 番1 7 号 69 1-04 66 9 0 ●

熊 西 保育園 （ 社福） 春香会 　 〃 　 山寺町1 番1 8 号 64 1-21 62 9 0 ●

藤 田 保育園 （ 社福） 和順会 　 〃 　 藤田一丁目5 番2 8 号 64 1-76 96 9 0 ●

光 保育園 （ 社福） 恵燈会 　 〃 　 陣山三丁目9 番2 8 号 67 1-61 84 8 0 ● ●

済 美 保育園 （ 社福） 慈恵会 　 〃 　 町上津役西四丁目9 番5 0 号 61 3-15 49 1 2 0 ●

若 竹 保育園 （ 社福） 洞海福祉会 　 〃 　 本城東一丁目1 0 番2 1 号 60 2-75 37 1 0 0 ● ●

池 田 保育園 （ 社福） 若杉会 　 〃 　 池田二丁目3 番2 6 号 61 8-66 24 1 0 0 ●

杉 の 子 保育園 （ 社福） 恵愛会 　 〃 　 大字野面1 2 8 3 番地 61 7-11 52 9 0 ● 認定こ ども 園
移行予定

聖 愛 保育園 （ 社福） 三密会 　 〃 　 香月西二丁目4 番3 5 号 61 7-02 09 8 0 ● ● ●

鳴 水 保育園 （ 社福） 保育事業協会 　 〃 　 東鳴水二丁目12番34号 64 4-03 13 1 0 0 ● ●

萩 原 保育園 （ 社福） 保育事業協会 　 〃 　 青山一丁目7 番5 0 号 62 1-74 72 1 2 0 ● ●

折 尾 丸 山 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 光明二丁目5 番2 7 号 60 1-33 50 1 0 0 ● ●

楠 橋 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 真名子一丁目1 1番2 0号 61 7-52 15 6 0 ●

（ 乳児受入保育所）

あ じ さ い 保育所
（ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 紅梅一丁目4 番1 号 64 2-57 00 7 0 ● ●

永 犬 丸 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 八枝三丁目8 番1 号 60 3-09 47 1 3 0 ● 認定こ ども 園
移行予定

う さ ぎ 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 茶屋の原四丁目20 番15 号 61 7-55 68 1 1 0 ● ●

東 筑 保育園 （ 社福） 保育事業協会 　 〃 　 則松二丁目9 番1 号 60 2-20 12 1 2 0 ● ●

新栄ひまわり 保育園 （ 社福） 小倉新栄会 　 〃 　 町上津役東一丁目7番21号 61 3-47 40 9 0 ● ●

（ 乳児専門保育所）

引 野 乳 児 保育園
（ 社福） 天心報恩会 　 〃 　 別所町1 3 番2 2 号 64 1-70 64 4 0 ●

あゆみの森共同 保育園 （ 社福） あゆみの森たけのこ 会 　 〃 　 鳴水町5 番2 2 号 64 5-32 64 5 0 ●

陣 　 原 保育所 （ 社福） 保育事業協会 　 〃 　 陣原三丁目2 3 番9 号 64 1-09 15 1 2 0 ● ●

地域型保育事業

家 

庭 

的 

保 

育

実施施設名 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

家庭的保育事業　 竹野　 智美 八幡西区馬場山東一丁目6 番2 2 号 ６１８－６０５０ ５
黒 崎 保 育 所

家庭的保育事業　 伊達　 洋子 　 〃 　 小嶺台四丁目1 6 番1 号 ６１２－０５９２ ５

家庭的保育事業　 佐野　 吏紗 　 〃 　 浅川日の峯四丁目1 4 番2 0 号 ９８１－６３９６ ５ 折 尾 保 育 所

家庭的保育事業　 久門　 晶子 　 〃 　 若葉一丁目9 番2 2 号 ８８３－７１７７ ５ 黒 崎 保 育 所

家庭的保育事業　 松本　 秀子 　 〃 　 永犬丸二丁目2 1 番1 3 号 ６９１－８３９５ ５ 折 尾 保 育 所

家庭的保育事業　 伊藤　 喜恵
　 〃 　 穴生一丁目1 5 番2 5 号
　 　 　 　 　 　 メ ゾン モン ブラ ン 穴生１ 階

２８０－７５１０ ５ 黒 崎 保 育 所

小
　
規

　
模

　
保

　
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

池田つぼみほいく えん （ 社福） 若杉会 八幡西区池田二丁目３ 番2 3 号 ６１６ －８ ２ ８ ７ 1 9 池田保育園

上津役幼稚園
小規模保育園

（ 学法）真観学園 　 〃 　 上上津役四丁目1 8 番７ 号 ６ １１－２ ７ ７ ９ 1 9 上津役幼稚園

栄美プティ ット 保育園 （ 社福） 栄美会 　 〃 　 大浦二丁目1 3 番1 5 号 ６ ０ ３ －６ ６１１ 1 9 栄美保育園

A
ア ネ ッ ク ス

N NEX I
イ チ ゴ

CH IGO （ 社福） 薫風会 　 〃 　 里中二丁目1 7 番1 0 4 ６ １４ －１５ ５ ５ 1 9 ICH IGO

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

ちいさ いおう ち 共同保育園 （ 特非） 育ちのひろばちいさいおうち 八幡西区上香月一丁目2 番1 2 号 61 7-9 695 4 5 ●  

別所保育園 （ 社福） 天心報恩会 　 〃 　 別所町3 番5 3 号 64 1-1 097 1 3 5 ● ●

岩崎保育園 （ 社福） 洗心会 　 〃 　 岩崎二丁目7 番1 号 61 7-0 630 9 5 ●

引野保育園 （ 社福） 天心報恩会 　 〃 　 若葉二丁目1 8 番1 号 64 1-7 054 1 3 5 ● ●

栄美保育園 （ 社福） 栄美会 　 〃 　 大浦二丁目1 4 番7 号 69 3-5 254 1 0 5 ● ●

ICH IGO （ 社福） 薫風会 　 〃 　 里中二丁目1 7 番4 号 61 4-1 500 1 0 5 ● ●

リ アンたかのす保育園 （ 社福） 真祐会 　 〃 　 鷹の巣一丁目3 番2 1 号 63 1-3 880 1 1 0 ● ●

塔野保育園 （ 社福） 育栄会 　 〃 　 塔野一丁目2 番7 号 61 3-3 303 1 0 5 ●

本城西保育園 （ 社福） 宝寿会 　 〃 　 千代ヶ 崎二丁目12番24号 60 2-2 220 1 5 5 ●

SAKURAN BO （ 社福） 薫風会 　 〃 　 大字本城3 3 8 3 番地1 69 5-0 039 9 0 ● ●

浅川保育園 （ 社福） 日昇会 　 〃 　 浅川二丁目1 7 番3 7 号 60 2-3 321 1 2 5 ●

木屋瀬保育園 （ 社福） 恵愛会 　 〃 　 木屋瀬三丁目5番53号 61 7-6 852 7 0 ●

則松保育園 （ 社福） 真照会 　 〃 　 則松六丁目7番21号 60 2-8 280 1 0 5 ●

※（ 仮） 杉の子保育園 （ 社福） 恵愛会 　 〃 　 大字野面1283番地 61 7-1 152 9 0 ●

※（ 仮） 永犬丸保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃 　 八枝三丁目8番1号 60 3-0 947 1 3 0 ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。

認定こ ども 園（ 幼稚園型・ 地方裁量型）

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員

成松幼稚園 （ 学法） 成松学園 八幡西区清納二丁目3 番2 1 号 67 1-3 71 1 1 5 4

本城東幼稚園 （ 学法） 本城学園 　 〃 　 本城東一丁目18番15号 60 2-7 61 7 1 0 3

聖ヨ ゼフ 幼稚園 （ 学法） 聖ヨ ゼフ 学園 　 〃 　 山寺町1 2 番5 6 号 62 1-4 85 1 1 3 5

北九州幼児学園 （ 有） 北九州幼児学園 　 〃 　 浅川台一丁目25番15号 69 2-3 31 0 8 0

※（ 仮） 上津役幼稚園 （ 学法） 真観学園 　 〃 　 上上津役四丁目18番7号 61 1-2 77 9 1 8 3

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育や預かり 保育の実施状況、 開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。



2 3 2 4

地域型保育事業

小
　
規

　
模

　
保

　
育

実施施設名 設置主体 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 連携施設

ニチイ キッ ズ
本城中央保育園

（ 株）ニチイ学館
八幡西区本城三丁目８ 番４ 号
　 　 　 　 　 　 　 　 原田ビ ル本城

６ ９ ３ －４ ８ １１ 1 9 本城西幼稚園

ひまわり 保育園 牟田　 礼子 　 〃 　 山寺町６ 番2 0 号 ６ ２２ －２ ３ ８ ０ 1 9
こ じ か幼稚園
熊西保育園
成松幼稚園

ポニーKid s保育園 （ 学法） 真観学園 　 〃 　 下上津役一丁目20 番113 号 ４ ８２ －６５６ ５ 1 9 下上津役幼稚園

ほっ ぺる ラ ン ド 穴生 （ 株）テノ ．コーポレーショ ン 　 〃 　 穴生四丁目９ 番３ 号 ８ ８３ －６ ０ ３７ 1 9 穴生幼稚園

いせいがおか
星の子保育園

（ 社福） 相和会 　 〃 　 医生ヶ 丘1 0 番3 4 号 ６ ９ ３ －２ ６ ０ ０ 1 9
乳山幼稚園
九州女子大学
附属折尾幼稚園

愛真保育園 （ 学法） 折尾愛真学園 　 〃 　 日吉台一丁目１ 番2 5 号 4 8 2 －6 7 9 5 1 9 愛真幼稚園

おひら き ・ ち いさ い
お家保育園

（ 社福）グリーンコープ 　 〃 　 御開三丁目4 0 番4 7 号 4 8 2 －5 0 0 6 1 9 日吉幼稚園

にじいろのはな保育園 （ 株）ハピクロ 　 〃 　 八千代町３ 番1 6 号 6 1 6 － 8 0 1 0 1 9
こ じ か幼稚園
穴生幼稚園

もやいのおう ち保育園 （ 社福）もやい聖友会 　 〃 　 鉄王二丁目２ 番4 3 号 6 4 4 －8 8 0 0 1 9 緑ヶ丘第二幼稚園

光貞保育園 （ 有） 北九州幼児学園 　 〃 　 光貞台一丁目１ 番3 0 号 6 9 2 －5 5 7 7 1 9 北九州幼児学園

リト ルワールド 黒崎保育園 （ 株）Branches 　 〃 　 岸の浦二丁目３ 番３ 号 4 8 2 －5 1 3 3 1 9
済世第二幼稚園
熊西保育園

キッ ズ・ キッ ズ折尾保育園 （ 社福）ルピナス 　 〃 　 折尾四丁目８ 番1 0 -1 0 2 号 4 8 2 －5 6 2 8 1 9 九州女子大学付属自由ケ丘幼稚園

A
アネッ ソ

NNESSO I
イ チゴ

CHIGO （ 社福）薫風会 　 〃 　 三ヶ 森四丁目9 番2 4 号3 階 6 4 7 －0 0 1 5 1 9
ICH IGO
第二文化幼稚園

華里おひさま保育園 （ 社福）もやい聖友会 　 〃 　 八枝三丁目1 2 番1 0 号 6 9 2 －8 8 0 0 1 9
旭ヶ丘保育園
緑ヶ丘第二幼稚園

戸 畑 区

保育所 ※延長保育（ 18 時以降）、一時保育、休日保育を実施している保育所には●印を付けています。　 　 　 　 　 　 　

保 育 所 名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

西 戸 畑 保育所  市 戸畑区南鳥旗町3 番1 7 号 88 1-44 20 1 1 0 ●

千 防 保育所  市【（ 社福） 保育事業協会】※ 　 〃　 千防一丁目1 番1 5 号 88 2-42 82 1 2 0 ● ● 指定管理
保育所

戸畑保育所（ わかば園） （ 公財） 鉄道弘済会 　 〃　 東大谷一丁目1 3 番1 0 号 88 1-23 20 1 0 0 ● ●

沢見あやめのも り 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃　 仙水町1 番2 号 88 1-47 36 1 2 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

中 原 保育園 （ 社福） 戸畑民協 　 〃　 中原西二丁目6 番1 3 号 88 1-38 82 1 0 0 ● ●

さ か い 川 保育園 （ 社福） 戸畑民協 　 〃　 境川二丁目1 4 番9 号 88 1-45 01 1 2 0 ● ●

牧 山 保育園 （ 社福） 戸畑民協 　 〃　 牧山一丁目1 番4 号 88 1-65 02 7 0 ● ●

さ んろ く こ ど も え ん （ 社福） いわき 福祉会 　 〃　 三六町1 0 番6 号 87 1-34 67 1 0 0 ● ● 認定こ ども 園
移行予定

は つ ね ほ い く え ん （ 社福） いわき 福祉会 　 〃　 新川町3 番5 号 87 1-34 68 1 0 0 ● ● ●

てんら いじ ほいく えん （ 社福） いわき 福祉会 　 〃　 菅原一丁目5 番7 号 87 1-29 50 1 2 0 ● ●

※指定管理保育所の運営主体については、 令和７ 年1 1 月１ 日現在のも のであり 、 次期運営主体については、 令和７ 年1 2 月に決定予定。

M EM O

認定こ ども 園（ 保育所型）  

認定こ ども 園名 設置主体【 運営主体】 所　 　 在　 　 地 電話番号 定員 1 8 時～
延 　 長 一時 休日

ナオミ 愛児園 （ 社福） 北九州ナオミ 福祉会 戸畑区中本町1 2 番3 4 号 87 1-3 245 1 3 5 ●  ●

※（ 仮） 沢見あやめのもり 保育所 （ 社福） 福祉事業団 　 〃　 仙水町1 番2 号 88 1-4 736 1 2 0 ●  ●

※（ 仮） さ んろく こどもえん （ 社福） いわき 福祉会 　 〃　 三六町1 0 番6 号 87 1-3 467 1 0 0 ●  ●

※の認定こ ども 園については、 令和８ 年４ 月の認定を 予定し ています。
延長保育（ 1 8 時以降）、 一時保育、 休日保育を 実施し ている園には●印を 付けています。
開所（ 園） 時間等については、 各施設にご確認く ださ い。
各施設の正式名称は、 施設名の冒頭に「 認定こ ども 園」 が入り ます（ 上記の表においてはスペース上省略）。
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２ 　 調整点数

　 以下の類型に該当する場合は、「 １  基本点数」 に加点し ます。

　「 保育士」「 保護者の障害」「 その他」 の類型のみ、 該当があれば、 父母それぞれで点数を加点し ます。

類　 　 　 　 型 状　 　 　 　 況 父 母

卒 園 児
乳児専門保育所及び地域型保育事業（ 事業所内保育（ 従業員枠） を除く ） の卒園児
（ 地域型保育事業の卒園児については、 原則、 連携施設の利用を 希望する場合に適用）

最優先

ひ と り 親 母子家庭又は父子家庭の状態にある場合 2 3 0

保 育 士 ※

保育士と し て保育所等で就労予定（ 内定者）、 又は現に就労し ている場合（ 月の労働時間が
1 2 0 時間以上）

2 0 0 2 0 0

保育士と し て保育所等で就労予定（ 内定者）、 又は現に就労し ている場合（ 月の労働時間が
1 2 0 時間未満）

1 0 0 1 0 0

育 児 休 業 復 帰

「 き ょ う だ い」 と の併
用不可。

休業開始により 退園し た児童で、 退園前に利用し ていた保育所等を希望する場合
（ 育児休業の対象と なる児童で、 退園し た児童と 同一の保育所等を希望する場合にも 適用）

1 7 0

休業開始により 退園し た児童で、 退園前に利用し ていた保育所等以外を 希望する場合
（ 育児休業の対象と なる児童で、 退園し た児童と 同一の保育所等を希望する場合にも 適用）

1 7 0

休業開始前から 利用し ているき ょ う だいと 同一の保育所等を 希望する場合 1 7 0

上記以外で、 休業復帰に伴い保育所等の利用を 希望する場合 1 4 0

き ょ う だ い

「 育児休業復帰」 と の
併用不可。

き ょ う だいが異なる保育所等に在籍し ているため、 いずれかに転園さ せる場合 1 7 0

既にき ょ う だいが在籍し ている保育所等を 希望する場合 1 7 0

き ょ う だいで新たに同一の保育所等を 希望する場合 1 7 0

多 子 世 帯 小学校６ 年生までの児童が３ 人以上いる世帯（ 児童に増減があっ た場合は届出が必要です） 1 0

保 護 者 の 障 害

基本点数が「 疾病、 負
傷、 障害」 以外の場合
に限る。

精神又は身体に障害を 有する 場合（ 身体障害者手帳1 ～ 3 級、 療育手帳重度又は中度、 精
神障害者保健福祉手帳1 ～ 2 級の場合）

1 0 1 0

精神又は身体に障害を有する場合（ 上記以外） 5 5

同居親族の介護、 看護

基本点数が「 同居親族
の介護、 看護」 以外の
場合に限る。

同居の親族を 常時介護、 看護し ている場合（ 入院加療又は安静を 要する状態） 1 0

同居の親族を 常時介護、 看護し ている場合（ 上記以外） 5

当 該 児 童 の 障 害 利用申込みを し ている児童が障害を 有する場合 5

生 活 保 護 就労による自立支援につながると 判断さ れる場合 5

転 園

転居又は転勤によ る 転
園希望の場合に限る。

区外への転居又は転勤により 、 保育所等に在籍し ている児童を転園さ せる場合 1 0

区内での転居又は転勤により 、 保育所等に在籍し ている児童を転園さ せる場合 5

そ の 他 児童福祉の観点から 、 福祉事務所長が必要と 認める場合 △ △

※対象と なる 「 保育所等」 と は、 認可保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育、 病児保育（ 市） のこ と です。
※利用調整基準表については、 令和７ 年1 1 月時点のも のであり 、 今後変更するこ と があり ます。

３ 　 同一点数で並んだ場合の優先基準

　「 基本点数＋調整点数」 が同一点数で並んだ場合は、 以下により 、 利用する児童を決定し ます。

　 ただし 、「 最優先」 に該当するケースが同時に発生し 、 競合し た場合には、 福祉事務所長が総合的に判断し 、 優

先順位を決定し ます。

段　 階 優　 先　 基　 準

第１ 段階 転園希望者より も 現在保育所等を 利用し ていない方を 優先する。

第２ 段階 当該施設において利用希望順位が高い方を 優先する。

第３ 段階 保育所等の利用申込みを行っているものの、 利用できずに待っている期間（ 利用開始希望日からの期間） が長い方を優先する。

第４ 段階 最初に、 ひと り 親を 優先する。 次に、 基本点数（ 父母の基本点数を 合計し たも の） を比較し 、 点数が高い方を 優先する。

第５ 段階 父又は母の基本点数のう ち、 いずれか低い点数を 比較し 、 その点数が高い方を 優先する。
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14　 利用調整基準表

　 保育所等において、 受入可能数を 上回る保育の利用申込みがあっ た場合は、 以下により 、 優先順位を 決定し た

う えで、 利用する児童を決定し ます。
※「 保育所等」 と は、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育（ 地域枠））

のこ と です。

＜優先順位の決定方法＞

　「 １  基本点数」 に「 ２  調整点数」 を 加えたも のを利用調整における点数と し 、 点数が高い程、 優先順位が高い

も のと し ます。「 最優先」 に該当する場合は、 それ以上の点数の加点は行いません。
※ 「 １  基本点数」「 ２  調整点数」 の点数欄にある 「 △」 は、 児童福祉の観点から 福祉事務所長が必要と 認めた場合、 別途点

数を 設定し ます。

１ 　 基本点数

　「 基本点数」 は、 父母それぞれの該当する点数の合計と し ます。

　 複数の類型に該当する場合は、 高い方をそれぞれの点数と し ます。

　 ※ひと り 親の場合は、 当該ひと り 親の「 １  基本点数」 に、「 ２  調整点数」 の「 ひと り 親」 を加点し ます。 　

類　 　 　 　 型 状　 　 　 　 況 父 母

就　 労

居宅外労働
居宅外で労働し ている場合（ 月の労働時間が1 2 0 時間以上） 2 2 0 2 2 0

居宅外で労働し ている場合（ 月の労働時間が1 2 0 時間未満） 1 3 0 1 3 0

居宅内労働
居宅内で労働し ている場合（ 月の労働時間が1 2 0 時間以上） 1 9 0 1 9 0

居宅内で労働し ている場合（ 月の労働時間が1 2 0 時間未満） 1 2 0 1 2 0

妊 娠 、 出 産 妊娠中であるか又は出産後間がない場合（ 出産前後8 週間） 1 7 0

疾病、 負傷

障害　 　 　

疾病、 負傷

疾病又は負傷し ている場合（ 入院加療又は居宅内常時臥床の状態） 2 2 0 2 2 0

疾病又は負傷し ている場合（ 居宅内で安静を 要する状態） 1 6 0 1 6 0

疾病又は負傷し ている場合（ 上記以外） 7 0 7 0

精神又は　

身体の障害

精神又は身体に障害を 有する 場合（ 身体障害者手帳1 ～ 3 級、 療育手帳重度又は中度、 精
神障害者保健福祉手帳1 ～ 2 級の場合）

1 5 0 1 5 0

精神又は身体に障害を 有する場合（ 上記以外） 6 0 6 0

同 居 親 族 の 介 護、 看 護
同居の親族を常時介護、 看護し ている場合（ 入院加療又は安静を要する状態） 1 4 0 1 4 0

同居の親族を常時介護、 看護し ている場合（ 上記以外） 5 0 5 0

災 害 復 旧 震災、 風水害、 火災その他の災害の復旧に当たっ ている場合 最優先

求 職 活 動
家計の主宰者が、 現に求職活動を 行っ ている場合 1 2 0 1 2 0

現に求職活動を 行っ ている場合（ 上記以外） 3 0 3 0

就 学
学校教育法に規定する 学校等に在学し ている、 若し く は職業訓練校等における 職業訓練を
受けている場合

1 2 0 1 2 0

児童虐待・ 配偶者からの暴力
児童相談所等の関係機関と 連携し 、 児童虐待又は配偶者から の暴力によ り 、 社会的養護が
必要な状態にあり 、 特に保育が必要と 認めら れる場合

最優先

前 各 号 に 類 す る も の 児童福祉の観点から 、 福祉事務所長が必要と 認める場合 △ △

＜育児休業の延長が可能である場合の利用調整について＞

　「 育児休業・ 給付の適正な運用・ 支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について（ 平成3 1

年２ 月７ 日付　 厚生労働省保育課　 事務連絡）」 を 踏まえ、「 入所選考順位に関する申出」 を 提出し た方は、 他の

保育所等申込者の後に選考するこ と を了承いただいたも のと し て取扱います。 ４ 月入所の１ 次申込みの期間（ 1 1

月1 日から １ 月下旬※） に届出が提出さ れた場合は、 １ 次調整ではなく 、 ２ 次調整から 選考し ます。

※利用調整での優先順位を 下げる こ と を 許容でき る 旨の申し 出であり 、 選考の結果が不承諾になる こ と を 確約する も のでは

あり ません。

※取扱を 変更する場合は、「 入所選考順位に関する 申出の取り 下げ書」 を 利用申込の締切日までに提出し てく ださ い。

※現在未定のスケジュ ールについては、 ホームページ等で決定次第お知ら せし ます。
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